
 

 1 

総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 

第 45回電力・ガス基本政策小委員会 

 

日時 令和４年 2月 25日（火）14：00～16：46 

場所 オンライン開催 

 

○事務局（下村電力産業・市場室長） 

 それでは、定刻となりましたので、ただ今より、総合資源エネルギー調査会第 45 回電

力・ガス基本政策小委員会を開催いたします。 

 委員およびオブザーバーの皆さま方におかれましては、ご多忙のところご参加いただき、

誠にありがとうございます。 

 本日の小委員会につきましても、オンラインでの開催とさせていただきます。ウェブで

の中継も行ってございます。そちらでの傍聴も可能となっておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 本日は秋元委員がもう間もなく入られる予定、それから、岩船委員、松橋委員、村木委

員、四元委員はご欠席。大橋委員、牛窪委員はご参加いただいてございますけれども、途

中一時ご退席予定というふうにお伺いしてございます。 

 本日は参考資料を配布させていただいてございます。参考資料１につきましては、昨年

12 月の本小委員会におきまして、今後の電力システムの新たな課題についての中間取りま

とめ、この案をお示しし、ご審議いただき、その後、パブリックコメントの手続きを経て

おったものでございます。こちらは本日、その結果の公表をさせていただきましたので、

ご紹介をさせていただきます。 

 供給力確保のための枠組みや、電源の過度な退出の防止に向けた対応策など、脱酸素化

の中での安定供給の実現に向けた電力システムの構築に向けた取り組みについての検討結

果がまとめられてございますので、参照いただけますと幸いです。 

 それから、岩船委員はご欠席ということで、参考資料のご意見を頂戴してございますの

で、議事の中でご紹介させていただきます。 

 それでは、以降の議事進行は山内委員長にお願いいたします。 

 

○山内委員長 

 ご参加いただきまして、ありがとうございます。それでは、お手元の議事次第に従って

進めさせていただきたいと思います。議事が２つでありまして、電力需給・卸電力市場の

〓足の動向と課題についてというのが１つ目で、２つ目が今後の電力システムの主な課題

についてという、この２つということであります。議題は２つですけれども、内容は豊富

というふうになっておりますので、早速始めたいと思います。 

 まず、議題の１について、事務局から、この資料の３－１から３－４までですかね。そ
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のご説明をお願いいたします。 

○事務局（迫田供給室長） 

 それでは、資料の３－１と３－２に基づきまして、ご説明をさせていただきます。まず、

資料の３－１をご覧ください。直近の電力需給・卸電力市場の動向についてでございます。 

 ３ページをお願いします。今冬の電力需要実績でございます。今年度でございますけれ

ども、昨年度と比較をしますと、12 月は減少をしたものの、１月、２月は増加をしている

ということでございました。また、2019 年度と今年度を比較しても大幅に増加の傾向が見

られたところでございます。 

 ４ページをお願いします。ＬＮＧの在庫についても毎週確認を行って、ホームページに

おいて公表をしているところでございますけれども、最新の状況は２月 20日時点で 182万

トンということになってございます。 

 ５ページ目をお願いします。燃料制約の最新の状況でございますけれども、こちら、石

油火力については構造的要因で燃料制約がかかっていた状況でございますが、一部解除さ

れておりますけれども、まだ一部残っているという状況でございます。 

 ６ページをお願いします。足元の動向としまして、ＬＮＧの欧州への振り向けというこ

とを行っているところでございます。こちらにつきましては、米国、欧州のほうからの要

請も受けて、日本の電力の安定供給に影響が出ないということを大前提に、余剰分につい

て欧州に振り向けるということをしているところでございます。先ほどご説明させていた

だきましたけれども、ＬＮＧの在庫は積み上がっている状況でございまして、もし今後、

日本の需給が３月以降に逼迫するというような状況になりましたら、これは日本を優先と

して持ってくるという形を想定しているものでございます。 

 ７ページをお願いします。２月 10日も東京エリアでは大雪がございました。この際、最

大需要電力も 5,278 万ｋと非常に高い水準となってございます。こちら、１月のときと同

じく、自家発のたき増しであるとか、融通、そして、追加公募の電源の市場の供出、こう

いったことを行って、安定供給に必要な供給力を十分に確保することができたところでご

ざいます。 

 続きまして、直近の卸電力市場の動向についてでございます。 

 ９ページをお願いします。この秋以降、諸外国の電力市場価格は高騰しているところで

ございます。その一方で、日本は諸外国に比べれば相対的に低いという水準ではございま

すけれども、足元２月には約１ｋＷｈ当たり約 21.3 円ということになっているところでご

ざいます。 

 10 ページをお願いします。電力先物価格の推移ということでございまして、2022 年２

月切りの先物価格でございますけれども、大体 20 円から 30 円で推移をしているというこ

とでございます。 

 11 ページをお願いします。こちらは参考資料でございますが、日本の電力市場は従前か

ら卸価格と強く相関をしているということでございますが、こちらの資料のグラフのとこ
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ろの一番右のほうをご覧いただきますと分かりますとおり、欧州のガス価格、こちらです

ね。結構上がっているところではございますけれども、それに比べると、電力の市場価格

というのがそれほど上がっていないという状況が確認されるところでございます。 

 12 ページ目をお願いします。日本の電力先物市場の取引量ということでございまして、

昨年の冬の市場価格の高騰を受けまして、ヘッジの関係で、電力取引が活性化していると

いう状況でございます。 

 13 ページをご覧ください。こちらは電力市場価格と需要と気温の相関についてプロット

したものでございまして、電力市場価格はエリアの需要が高い日のほうが高くなりまして、

気温が低い日につきましては、価格が高くなるという傾向がこの冬のデータから確認をさ

れているところでございます。 

 14 ページをお願いします。こちらは 12 月の際にもご説明をさせていただいた資料でご

ざいますけれども、市場価格対策ということで、小売電気事業者に対してホームページで

の情報の周知であるとか、小売電気事業者向けに相対契約であるとか、先物市場の活用で

あるとか、ディマンドリスポンス契約の拡充などの要請を検討したり、あとは市場監視と

しましては、監視委員会で 30円を超えた場合について価格データを確認するといったこと

や、市場のセーフティーネットの導入、こういったことを行っているところでございます。 

 資料の３－１は以上でございます。資料の３－２をお願いします。 

 今冬の電力需給の振り返りと今後の対策についてということで、３つの柱でご説明をさ

せていただきたいと思います。 

 まず１つ目でございますけれども、2021 年度の冬季の電力需給を踏まえた今後の検討課

題。２つ目は 2022 年度の電力需給の見通しと対策。３つ目が中長期的な安定供給確保に

向けた検討課題ということでございます。 

 では、３ページをお願いします。今冬の電力需給でございますけれども、中間報告とい

うことで、現在の確認ができている状況についてご説明をさせていただきたいと思います。

今年度冬の電力需給でございますけれども、2021 年度の当初の段階では予備率３％を下回

る見通しということになっておりました。 

 そのため、通常毎年秋ごろに需給対策の検討を行うということになっておりますけれど

も、今年度につきましては、早い段階から対策を講じてきたところでございます。具体的

には追加公募を行うであるとか、燃料の関係ではガイドラインを策定して在庫水準を適正

な水準で準備したり、あとはｋＷｈ公募といったものも社会的保険として行ったところで

ございます。 

 こうした結果ですけれども、2021 年度冬季の電力需給は厳しい寒さでありまして、例年

より高水準で推移したということではございますけれども、Ｈ１である 10年に一度の厳し

い寒さを想定した需要を上回る最大需要を記録する日もあったところではございますが、

電力需給に大きな支障が生じていないこととなったところでございます。 

 ４ページをお願いします。こちらは 2021 年５月の時点での需給見通しということでご
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ざいまして、予備率３％を下回っていたということでございます。 

 ５ページをお願いします。こうした状況を踏まえまして、供給面で先ほど申し上げまし

た供給力の追加公募、燃料対策ということで、ｋＷ、ｋＷｈモニタリングであるとか、ｋ

Ｗｈ追加公募、燃料ガイドラインの策定、こういった対策を講じたところでございます。 

 ７ページをお願いします。こうした対策を講じることによりまして、10 月 26 日ですけ

れども、この時点での今年度の冬季の需給見通しは３％を確保できるという見通しになっ

たところでございます。 

 ８ページをお願いします。追加供給力の公募の落札結果でございまして、今年度は 55万

ｋＷの募集量でございましたけれども、63万ｋＷが落札されまして、合計の落札額は約90

億円でございました。 

 ９ページをお願いします。先ほど申し上げました燃料ガイドラインの策定を行ったとこ

ろでございますけれども、すみません。10 ページをお願いします。この燃料ガイドライン

に基づきまして、官民連絡会議では業界の垣根を越えた協力、こういったところも要請し

たところでございます。 

 11 ページをお願いします。小売事業者に対しましては、相対契約であるとか、先物市場

を活用した供給力の確保であるとか、リスクヘッジ、ディマンドリスポンス契約の拡充等

の検討を要請したところでございます。 

 12 ページをお願いします。ｋＷｈ公募の落札結果でございますけれども、一般送配電事

業者９社でｋＷｈ公募を行ったところでございます。結果ですけれども、募集量３億ｋＷ

ｈに対しまして、応札電力量 4.96 億ｋＷｈ、落札電力量が 4.19 億ｋＷｈということにな

ったところでございます。 

これらのｋＷｈ公募で落札したものについては、市場へ供出するということになってござ

いましたけれども、落札したｋＷｈについてはほぼ全量供出済みであるということを各一

般送配電事業者によって確認が行われたところでございます。 

 13 ページをお願いします。検討課題の１つ目でございますけれども、今回の冬の事象を

踏まえた検討課題でございますが、まず１つ目の需要想定としましては、今回、全国５エ

リアで 10年に一度の厳しい寒さを想定した需要を上回る最大需要を記録したということで

ございますけれども、昨年度も全国７エリアで最大需要が事前の想定を上回ったというこ

とでございまして、２年連続こうした厳しい状況であったということでございました。 

 こうしたコロナ禍にあっても２年連続で最大需要の更新が相次いでいるということも踏

まえまして、最大需要想定の設定方法を改めて確認するということが必要ではないかとい

うことでございます。 

 14 ページをお願いします。今申し上げましたとおり、今年度、５エリアでＨ１を超えて

いたということでございますが、下の表の赤囲みの中で、東北から関西までのエリアが５

エリアでＨ１を超えていたということでございます。２月についても中部と北陸というこ

とでございまして、また、2020 年においても７エリアで事前の想定需要を上回っていたと
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いう状況でございました。 

 15 ページ、先ほど、資料の３－１でもご説明させていただきましたけれども、需要につ

いては今年１月から２月にかけて大幅に増加をしているという状況でございました。 

 16 ページをお願いします。東京エリアの最大電力の実績の推移をまとめたものでござい

ます。こちらはｋＷｈとｋＷをプロットしますと、この 12 月から２月ですけれども、ｋ

Ｗ、ｋＷｈともに高い値を示していたということが左下のグラフで確認できるかと思いま

す。そして、これは右のほうのグラフをご覧いただければと思いますけれども、3,500 か

ら4,000の値、ここの出ている日数が減っておりまして、一方で、4,500から5,000、5,000

から 5,500、こちらのほうが日数が増えているということでございまして、全体的にｋＷ

の需要が底上げされているということが確認できるかと思います。 

 同様に、中部電力についてお示ししたものが次の 17ページのスライドでございます。 

 続きまして、18 ページ、検討課題の２つ目ということで、燃料制約でございます。現在

までのところ、燃料ガイドラインの効果もございまして、ＬＮＧ火力における燃料制約は

限定的にとどまっているということでございますけれども、資料の３－１でもご説明させ

ていただきましたとおり、石油火力については恒常的に燃料制約が発生をしているという

ふうな状況でございます。石油につきましては、サプライチェーンなどの構造的な要因と

いうことでございまして、一定の燃料制約が発生するということは不可避だと考えられる

ところではございますけれども、長期間にわたって恒常的に燃料制約が生じるということ

は、安定供給の観点から良くないと考えられるところでございまして、この石油火力の燃

料制約を避けるためにはどのような対応があるのか、検討を行うことが必要ではないかと

いうことでございます。 

 また、ＬＮＧですけれども、こちらは短期間であれば、その水準を回復するということ

がしやすいということでございますけれども、一方で、燃料調達リードタイムを割り切っ

た後、予期しない高需要が長期化するといったようなケースの場合は燃料制約が発生する、

長期化するということになりますけれども、そのような場合に燃料制約を避けるためには

どのような対応が必要であるのかということ。また、今冬は限界費用の考え方の見直しも

行ったところでございまして、そうした中でこの見直しが燃料制約需給逼迫の回避や低減

につながっていたのかどうかといったことについて検証することとしてはどうかというこ

とにさせていただいております。 

 続きまして、19 ページは先ほどご説明させていただきましたＬＮＧ在庫の推移なので、

説明は割愛させていただきます。 

 20 ページでございますけれども、今冬の火力発電の燃料制約ということでございまして、

11月はガス火力の燃料制約が発生していたという状況ですけれども、12月に入って、ガス

火力の燃料制約は一定の範囲内に収まっているところはございますが、石油火力について

は先ほど申し上げましたとおり、この冬を通じまして一定数の燃料制約が登録されていた

という状況でございます。 
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 21 ページをお願いします。検討課題の３つ目、ｋＷ公募、ｋＷｈ公募、それと需要対策

でございます。ｋＷｈ公募でございますけれども、こちらは先ほどもご説明させていただ

きましたけれども、今後の数年、需要が底上げされているというような状況でございます。

来年度以降も厳しい需給が想定されるということでもございますので、今後のｋＷ公募を

行う場合のその調達量の在り方について検討が必要ではないかということでございます。 

 また、ｋＷｈ公募ですけれども、落札事業者が市場価格が高いタイミングで市場供出を

するということについて、電力・ガス取引監視委員会において検証が必要ではないかと考

えているところでございます。また、落札量が募集量の 1.4 倍ということになっておりま

すので、超過落札の在り方であるとか、募集量、募集期間の設定について検討を行うこと

としてはどうかと考えております。 

 需要対策でございます。こちらは今回２月 10日、電力需給が厳しくなった際に、東京電

力パワーグリッドのほうから幅広く効率的な電気の使用を呼び掛けたということでござい

ますけれども、こうした電力会社や国といったメッセージの発信に加えまして、需要家の

行動変容を促すための効果的な手法、こういったものがどういうものがあるのかといった

ことを検討してはどうかと考えているところでございます。 

 22 ページをお願いします。今回、追加公募を行った電源、ＤＲの稼働状況でございます。

１月６日、１月７日、２月 10日、この３日間、この追加公募された電源ＤＲが稼働してい

たということでございます。 

 23 ページをお願いします。１月６日の東京エリアの電力需給と供給力対策ということで、

次の 24 ページが２月 10 日、先ほどご説明をさせていただいた東京エリアの大雪のときの

対策です。いずれにつきましても、この両日は火力の増出力であるとか、広域機関の融通、

こういったことを行って安定供給を確保することができたところでございます。 

 25 ページをお願いします。広域機関による融通指示ということで、この 2015 年以降の

融通指示の回数をまとめたものでございます。昨年度は融通指示の回数は 200 回を超える、

かなり多い回数であったところでございますけれども、今年度は大体そのほかの年とも同

じぐらいの水準ということになっているところでございます。 

 続きまして、２つ目の柱の 2022年度の電力需給の見通しと対策でございます。 

 27 ページをお願いします。前回の小委員会では１月、２月は東京・中部エリアで安定供

給に必要な予備率３％を下回る見通しということをお示ししたところでございます。一方

で、2022 年度の供給計画の提出によって判明されるような供給力の増減要素ということも

ございましたところ、今回２月 10日に提出をされました供給計画のうち、一般電気事業者

と電源開発の状況を踏まえて、見通しを新たにお示ししたいと考えているところでござい

ます。 

 28 ページをお願いします。こちらは１月 25 日時点でお示ししたものでございまして、

予備率３％が確保できていないというような状況でございました。 

 29ページは、こちらのｋＷの状況でございまして、東京・中部エリアで 165万ｋＷ不足
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をしているという状況でございました。 

 30 ページをお願いします。需給見通しの変動要因ということでございますけれども、１

月 25日時点からの変動要因でございますけれども、補修停止期間の変更であるとか、調整

係数の更新を踏まえた事業者が算定した水力の供給力、それと新たに計上された火力の運

転制約などが挙げられるところでございます。 

 31 ページをお願いします。調整係数の更新ということでございまして、今回、発電事業

者のほうから供給計画の提出があったことで、広域機関で改めてその発電の状況というこ

とが確認できることになったところでございます。これを踏まえて、新たにその検証を行

ったところ、揚水発電所の調整係数が更新されるということになりまして、１月、東京エ

リアの１月が 57 万ｋＷ、２月に 129 万ｋＷと大幅に増加するということになったところ

でございます。 

 32 ページをお願いします。揚水発電でございますけれども、余剰供給力がありますと、

ポンプアップを行うということになりますので、余剰供給力が増えると、その分、安定電

源代替価値が増加をし、調整係数が増えていくということになるところでございます。足

元ですけれども、こちらの 32ページにもお示しさせていただいているような増加要因とい

うこともございますので、余剰供給力の増加につながり得る状況にあるところでございま

す。 

 続きまして、35 ページをお願いします。こうした状況を踏まえまして、最新の 2022 年

度冬季の需給見通しでございますけれども、こちらのＨ１需要に対する予備率は大幅に改

善をしているということでございますが、２月の時点ではまだ３％を確保できない見通し

ということになっているところでございます。 

 36 ページをお願いします。ｋＷにつきましては、２月東京・中部エリアで合計マイナス

23万ｋＷということになっているところでございます。 

 38 ページをお願いします。2022 年度の需給対策に向けた検討課題でございまして、ま

ず、ｋＷ公募の在り方でございますけれども、2021 年度冬季につきましては、追加供給力

公募を行って、予備率３％を確保できたところでございます。 

 一方で、１月６日ですけれども、こうした追加公募の供給力を活用しても、予備率３％

を確保できない見通しであったために、融通を行ったところでございます。広域機関が設

立されて以降、融通を通じた広域的な需給管理が平時から行われているところではござい

ますけれども、地域間連系線の状況次第で融通量に制約が生じる可能性があるということ、

そして、近年、複数エリアでＨ１需要を更新しているということでございますので、安定

供給の観点からは特に高需要期では各エリアの供給力を確保しておくことが望ましいと考

えられるところでございます。 

 一方で、リスクサイドに立った課題の供給力の確保は、社会的コストをいたずらに増大

させるということになってしまうところでもございますし、需給対策としては節電などの

呼び掛けなどの需要側の対策のさらなる活用といったことも考えられ得るところでござい
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ます。 

 こうした状況を踏まえまして、仮に 2022 年度冬に追加公募を行うとした場合には、募

集容量をどのようにして考えるのかということでございます。例えばということでして、

予備率３％に満たない分のみ募集するということではなくて、一定のリスクを見込んで募

集をするといったことを行ったときにどのようなメリットがあるのか、デメリットがある

のかということを考える必要があるかと考えております。 

 39 ページをお願いします。ｋＷｈ公募でございます。ｋＷｈ公募でございますけれども、

こちらも今年度実施されたものでございますが、こちらは随時市場に供出されるというこ

とで、需給逼迫の緩和に活用されるということが期待されているところでございます。 

 また、元来、発電事業者は基本的にはその蓋然性が高くない、その将来的なアワー不足

に備えて、積極的に燃料を追加調達するインセンティブを有していないというような状況

でございますし、また、小売電気事業者についても供給力を確保できるかは卸電力市場の

状況次第ということ。さらに、ＬＮＧを巡る国際状況は足元が大変不透明で不確実性を高

めているというようなこともございますので、今後 2022 年度冬季に対して、安定供給の

観点からこのｋＷｈ公募を行うといったことについて、どのように考えるのかということ

でございます。 

 また、仮にｋＷｈ公募を行うとした場合には、時期であるとか募集容量、こういったも

のをどう考えるのかということでございます。 

 続きまして、41 ページをお願いします。供給力の量でございますけれども、事業者が提

出する供給計画を通じて初めて確認できるところでございます。本日は旧一般電気事業者

と電源開発から提出された供給計画に基づいて現在の状況をお示ししたということでござ

います。 

 一方で、これはまだ全体ではなくて、その供給計画の一部ということでもございますの

で、今後ほかの事業者の計画によって判明する供給力の変動であるとか、今冬の気象実績

を踏まえた需要想定の増加といった需給両面での変化要因ということもございますので、

2022 年冬季に向けた追加の供給力公募の必要性、こちらにつきましては引き続き年度末に

予定されております供給計画の取りまとめの内容を踏まえて精査することとしてはどうか

と考えているところでございます。 

 続きまして、44 ページをお願いします。中長期課題でございます。中長期課題の１つ目

でございまして、休止電源の意義・役割ということでございます。従来、旧一般電気事業

者でございますけれども、安定供給の観点から、電力の需要のピークに合わせて、自らそ

の稼働電源を維持して、そのコストを規制料金で回収してきたということでございます。 

 一方で、自由化後ですけれども、稼働電源を最小限にする一方、休止電源を増やすとい

ったような状況が確認をされているところでございます。また、ここ数年は卸電力市場の

価格低下が続いているということで、その傾向がより顕著になっているということでござ

います。 
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 休止電源の内訳ですけれども、10 年以上休止しているというものもあれば、休止直後の

ものということも含まれておりますけれども、いずれも維持管理には相応のコストを要す

るということでは共通をしているということでございまして、今後は休止電源の廃止が進

んでいく可能性が高いと考えられるところでございます。 

 こうした中、その休止電源の意義・役割をどのように考えるのかということでございま

して、例えば一定の条件の下で稼働することが可能となり得る休止電源のリスクバッファ

ーとしての意義というのは、今後スタートします容量市場の運用開始前後でどのように変

化すると考えられるかということでございます。 

 また、容量市場の落札電源というのは、毎年変動するということでございますので、容

量市場の運用開始後ですけれども、稼働電源と休止電源の区別が従来以上に重要になると

考えられるところでございます。 

 このため、今後の検討に向けて、休止電源の稼働可能性や、維持管理コストなどの実態

を調査することとしてはどうかということでございます。 

 45 ページをお願いします。燃料対策でございます。昨年来、化石燃料の価格が大きく高

騰しているなど、当面電力の安定供給の鍵を握っております火力の燃料の供給安定性の不

確実性が増しているというような状況でございます。 

 また、欧州では脱炭素化を進めるに当たって、移行期におけるＬＮＧの重要性が再確認

されている一方、アジアでは中国を中心にＬＮＧの需要が増大をしているということでご

ざいます。また、国内では電力の自由化と脱炭素化の流れが進展をしているということも

ございまして、発電事業者はＬＮＧの燃料の長期契約の更新のタイミングといったことに

も直面をしているところでございます。 

 こうした中、中長期的な電力の安定供給の確保の観点から、日本全体で必要な燃料を安

定的に確保するためには、そのための方策をどのように考えるのかということでございま

す。仮に個々の発電事業者で引き受けが困難なリスクがあるとすれば、どのような対応が

考えられるのかということでございます。 

 46 ページですけれども、冬季の供給力の予備率の長期推移ということで、震災以降、供

給力の大幅な低下が進展をしているところでございまして、足元の電源の低下が進展をし

ているような状況でございます。 

 47 ページをお願いします。火力については、こちらも採算性が悪化をしているというこ

とで、特に石油火力の廃止が継続をしているというような状況でございます。 

 48 ページでございますけれども、容量市場の本年度の結果ということでございまして、

昨年度の容量市場の結果は上限価格に張り付いていたという状況でございますけれども、

今年度の総平均単価が 3,109円というような状況になっているところでございます。 

 49 ページをお願いします。容量市場ですけれども、休廃止の予定にかかわらず、全ての

電源を応札するということを求めているところでございますけれども、休廃止を予定して

いる電源であるとか、上限価格を超えた応札を行った容量は落札されていなかった電源の
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半分程度というような状況でございました。これらを除いた落札率が 96％ということでご

ざいまして、海外と比べましても電源の容量というのはぎりぎりの状況であるということ

ではないかなということでございます。 

 当方からの説明は以上となります。 

○事務局（下村電力産業・市場室長） 

 続けて、資料の３－３をご覧いただければと思います。事務局の説明が続いておりまし

て、申し訳ありません。 

 今後の小売政策についてということでございまして、これは前回もご議論いただいたも

のでございますけれども、今冬の需給、あるいは市場も踏まえた課題といったものも見ら

れると考えられますので、ここで一緒にご議論いただければと考えてございます。 

 まず、４スライド目をご覧いただければと思います。こちらは前回のガスは議論しない

んですかという委員からのご指摘も頂きまして、これは電気のみならずガスも含めた政策

の検討をしていこうということで、再整理をさせていただきました。※書きで書いてござ

いますけれども、前回のご議論で競争の在り方といったところのご意見をいただきました。

これにつきましては、さまざまな場で関係する議論が行われてございますので、これらの

議論に応じて小売政策を考えていきたいと考えてございます。 

 少し振り返らせていただきますと、５スライド目、市場の売り切れの問題、これにどう

対応していくのかといった課題。６スライド目、新電力が売り切れのときには、小売事業

者による再入札が 80円に張り付くといった、これもどう考えていくのかといった課題がご

ざいます。７スライド目、ブロック入札。これについてどう考えるのかといった課題。さ

らには、こうしたことのソリューションとして諸外国でのＴｈｒｅｅ Ｐａｒｔ Ｏｆｆｅｒ

などといったものの紹介がなされているところでございます。 

 こうしたことについて、関係者が集まって議論しようということで、この委員会でもご

提案させていただきまして、昨年末、勉強会といったものの立ち上げが行われたところで

ございます。 

 それでは、９スライド目にございますように、このシステムの中で安定供給の確保をす

ると。さらに、持続可能で効率かつ公正な供給を実現するための仕組みとはどうあるべき

かなどといった議論が行われてございまして、10 スライド目でございますけれども、こう

したものを目指すために、いわゆる市場として期待されているものとして、この目的に照

らしてどういう役割、あるいは機能を果たすべきなのかといった形で議論が行われている

ところでございます。 

 それから、次の論点、12スライド目をご覧いただければと思います。 

 需要家保護の在り方ということで、これは前回も論点としてお示しをさせていただきま

したけれども、世界的に燃料価格が高騰する中で、電気・ガス、これは国民生活にとって

不可欠なエネルギーでございます。そのため、こうした燃料価格というのが安易に転嫁を

されていくということについての留意といったところが必要になってまいります。 
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 一方で、小売電気事業は大手・中小にかかわらず、非常に厳しい経営環境に直面してい

るところでもございまして、小売事業を巡るリスクは高まっていると考えられます。この

点、少し参考資料、13 スライド目をご覧いただければと思います。燃料価格の電気・ガス

料金への影響ということにつきまして、１ポツでございますけれども、日本の電力・ガス

会社は燃料の多くを長期契約で調達をしているとこと、また、燃料費調整制度、すなわち、

直近３カ月間の貿易統計の燃料の輸入価格、これを３カ月後の小売料金に反映する仕組み

といったものが採用されてございまして、これが燃料価格の高騰時における電気・ガス料

金の激変緩和の役割と果たしているというところでございます。 

 それに加えまして、電気料金につきましては、なお経過措置料金が残ってるということ

でございまして、この燃料費の調整には上限が設けられているということでございます。 

 このため、電気料金の上昇には一定の歯止めが掛かる仕組みとなってございまして、４

月分につきましては、この上限に達する見込みが大手電力で５社存在することでございま

す。４月の規制料金 10 社平均で見ますと、前年比で約 19.6％増、３月と比べましても、

0.7％の増といった見込みとなってございます。 

 また、ガス料金につきましては、東京ガス、大阪ガス、規制料金の解除が行われました

けれども、主要料金プランにはなお上限が設定をされているところでございます。 

 こうした中で、14 スライド目でございますけれども、大手電力会社も今年度の純利益、

純損失の見込みというところでいいますと、６社が損失が出る見通しとなってございます

し、また新電力からも足元の経営状況が大変厳しいといった声が上がっているところでご

ざいます。 

 12 スライド目にお戻りください。こうした中で、小売政策をどう考えるのかといったと

ろになってまいりますけれども、こうした燃料のリスクがあると、こういった中でも需要

化への案定期的なサービスの継続、これを実現していくということが電気・ガスは国民生

活にとって不可欠ということに鑑みますと、重要であると考えられます。 

 こうしたことを考えますと、小売事業者がリスクに対しする十分な備えを行った上で、

事業活動を行うということを確保するための方策といったものを今後検討としていく必要

があるのではないかということでございます。 

 前回、小売事業者への実態調査をさせていただきたいということで、ご提案申し上げま

したし、また、諸外国の規制動向についても、今後調べてまいりたいと考えてございます。 

 また、特にガスにつきましては、本小委員会の下、ガス事業制度検討ワーキンググルー

プがございますので、そちらでもご議論いただければということを考えてございます。 

 15 スライド目に実態調査、これから行ってまいりたい内容について書いてございます。

ご視聴いただいています小売事業者の皆さま、ご協力いただけますと幸いでございます。 

 それから、諸外国の例を 16ページ以降に幾つか示してございますので、少しご紹介させ

ていただければと思います。 

 16 スライド目、イギリスでございまして、左上が卸電力市場価格の動向でございまして、
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日本も小売事業者から見ると高いということでございますけれども、イギリスも高いとい

った状況で、そうした中で、右上が電気・ガスの小売料金でございまして、昨年 12月は前

年同月比で 23％から 43％の上昇。さらに、本年４月からはこれがさらに 54％引き上がる

予定というところでございます。紫色の箱の中、こうした中で、2021 年には 29 社の小売

事業者が市場から撤退するか、もしくは特別管理下に置かれているというところでござい

まして、政府の資金も相当量が投入をされているといった報道も見られるところでござい

ます。 

 そうした中で政府の対策としましては、料金の引き上げとともに、困窮者世帯への基金

の設置などと、これに加えまして、例えば破綻小売事業者対応というところでは、小売事

業者の破綻時には代わりに供給をする事業者を指定する仕組みですとか、リスクマネジメ

ントの強化ということで、ストレステストの実施などが提案・議論がされているところで

ございます。 

 ７ページ目以降、ドイツ、フランス、スペイン、これも同じフォーマットで整理してご

ざいますので、ご覧いただければと思います。 

 それから、また別の論点、21 スライド目でございます。これは前回、カーボンニュート

ラルといった視点、これも小売政策において重要ではないかといったご指摘を頂戴してご

ざいます。カーボンニュートラルの実現に向けては脱炭素電源、あるいはこれを支える送

配電網など、巨額の投資が必要であるといったことに加えまして、事業側のマネジメント、

あるいは省エネ、電化の促進といったものも必要ということで、需給双方の構造転換が必

要であると考えられます。 

 こうしたもののためには、前回、委員もご指摘、いずれも頂いてございますけれども、

１つは協調的に進めていくべき領域、例えば脱炭素電源、あるいは送配電網、これは小売

り自身というよりも、むしろ全員でこうした投資をいかに支えていくのかといった視点、

こうしたものが重要であると。一方で、需要家との接点を有しているという中で、いかに

需要家とコミュニケーションを密に行うことによって、これを競争的にそれを進めていく

といった領域と、こうしたものも考えられるのではないかと。 

 こうしたものについて、それぞれ共通認識を図っていくと。そして、小売事業者の役割

を明確化していくということは適正な小売り間の競争の促進については小売りと需要家の

円滑なコミュニケーションに資すると考えられるが、どうかと考えてございます。 

 以上、前回の提案させていただいた課題もまとめて、22 スライド目に改めてまとめをさ

せていただいてございます。今後、こうした課題について議論をしていくこととしてはど

うかということで、大きく４点。 

 １点目は安定供給でございます。従来は垂直一貫であった。これが発電、小売りといっ

たライセンスが導入されまして、それぞれを別の者が担うといったことが当たり前になっ

てきたということでございます。こうした中でも発電・小売りのそれぞれの通常のビジネ

スを通じて日本全体の十分な燃料を含む供給力、ｋＷだけではなくて、ｋＷｈも含めてこ
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れらが確保されるといったことが望ましいと考えられるところ、今で十分かどうかと。あ

るいは、どのような仕組み・方策が考えられるかと。その上で、万が一ということが起こ

り得ますので、ｋＷ公募、ｋＷｈ公募というのもやらせていただいてございますけれども、

そうしたセーフティーネットについて、これは負担も生じるものでございますので、負担

の在り方を含めてどのような方策が考えられるかというのが１点目。 

 ２点目のカーボンニュートラルは、先ほど申し上げたとおりでございます。 

 ３点目が、市場・競争・価値創造、あるいは地域との連携ということでございまして、

市場では市場の売り切れ等の課題も顕在化してきてございます。このためには、一義的に

はこの供給力がしっかり確保される仕組みといったものが重要であろうと考えられるわけ

でございますが、その上で、小売りによる適切な卸アクセス機会が確保されるということ。

こういうこと、仕組みを設けることによって、需要家との接点を有する小売事業者がＤＲ

などを積極的に活用をして、需要家への価値創造、サービスの向上、あるいは地域課題の

解決、地域新電力といった事業者も出てまいりますので、こういったものにつながる競争

環境の実現に向けて、どういった方策が考えられるかと。 

 最後、４点目が需要家保護でございまして、現状も経過措置料金規制というものが存在

するところでございますけれども、諸外国の最近の動向、あるいは国内の実態も踏まえま

して、小売事業者への事業規制、監査、あるいは料金などの需要家保護のための仕組みに

ついて、今後どのような方策が考えられるかという形でまとめさせていただいてございま

す。以上でございます。 

○事務局（野田ガス市場整備室長） 

 最後に、ガスにつきまして、資料の３－４で説明させていただきます。 

 ただ今の今後の小売政策の説明の中で、ガスの需要家保護の在り方については、ガス事

業制度検討ワーキンググループで専門的な議論をしていきたい旨を説明をいたしましたけ

れども、同じく 22ページですね。安定供給やカーボンニュートラル、競争といった展につ

いてもガスワーキングにおいても検討していきたいと思っておるところでございます。 

 資料の３－４の３ページをご覧いただければと思います。昨年６月のガスワーキンググ

ループにおきまして、今後の議論の進め方ということでお示ししていたところでございま

すけれども、ここではガス事業を取り巻く環境の構造的変化として、世界規模での脱炭素

化の要請、国際的なエネルギー需給構造の変化、自然災害等に伴う安定供給懸念、デジタ

ル化の推進というのを挙げまして、今後の検討事項として、カーボンニュートラルの実現

に向けた政策的措置というのを挙げていたところでございます。 

 それでは、２ページに戻っていただきまして、ガスワーキンググループでの議論を再開

をするに当たりまして、昨年６月以降の国内外のガスを巡る環境の変化、また、新たなエ

ネルギー基本計画の策定、さらには４月１日に大手３社の導管部門の法的分離による制度

面でのガスシステム改革の節目を迎えるということも踏まえまして、今後のガス政策の在

り方を巡る論点というものをアップデートした上で議論をし、また、私どものガス政策を
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進めていきたいと思っているところでございます。 

 ５つの論点を挙げさせていただいております。第１に、国際的なＬＮＧを取り巻く行政

変化への対応でございます。持続可能なガス事業と需要家保護につきまして、上流のＬＮ

Ｇ調達からガス料金までを視野に入れた議論ができればと思っております。 

 第２に、カーボンニュートラルの実現に向けたガスの制度整備でございます。エネルギ

ー基本計画において、2050 年に向けた合成メタンや水素といった新しいガス体エネルギー

の利用に向けて取り組むこととしております。将来を見据えたガス制度の議論というのを

行っていければと思っております。 

 第３に、導管部門の法的分離等による環境変化でございます。４月１日に法的分離が予

定をされております。制度面での大きな変化を踏まえ、供給レジリエンスを含めて、ガス

供給ネットワーク事業について、議論をしていきたいと考えております。 

 第４に、ガス小売り競争の活性化でございます。従来からガス小売事業への新規参入の

状況につきましては、本小委員会でも定期的にフォローアップを行ってまいりましたが、

電力事業者の卸売りへの参入状況でありますとか、例えば大推進〓事業者などによる代

理・取次への参入といった状況につきましても、順次踏まえまして、ガス小売事業におけ

る需要家への利益、選択肢の拡大というものについて議論をしていきたいと思っておりま

す。 

 最後に、地域エネルギー供給等の主役たる地方ガス事業者ということでございます。ガ

ス事業の在り方研の中間取りまとめでもお示しをさせていただきました、地方の中小ガス

事業者の取り組みというところで、これは審議会での議論ということではないかもしれま

せんけれども、重要なガス政策の論点として推進をしていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○山内委員長 

 どうもありがとうございました。議題の１番目です。電力需給・卸電力市場の足下の動

向について。資料３－１から３－４までご説明いただきました。 

 それでは、以上の説明について、皆さんからご質問、ご意見がある方にご発言願います

が、例によってご発言をご希望の方はチャットのコメント欄にお名前と発言希望の旨をご

記入いただきたいと思います。順次、指名させていただきます。 

 ただ、参考資料の３に、今日ご欠席の岩船委員から意見書が出ておりますので、まずは

それについて簡単に事務局からご説明いただいて、発言していただこうと思います。よろ

しくお願いいたします。 

○事務局（下村電力産業・市場室長） 

 簡単にポイントだけご説明させていただきますけれども、参考資料３。岩船委員からの

ご意見でございます。資料の３－１につきまして、７ページ目。需給が厳しい際の報道に

ついてということで、ＤＲには効果をしっかり設計するインセンティブ型のＤＲ、ある程

度の弾力性を期待する料金型のＤＲがあるが、需給が厳しいときの国民への呼び掛けのよ
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うな社会的規範としてＤＲをどう位置付けるかはもう少しクリアにすべきでないかといっ

たご意見を頂戴してございます。 

 それから、資料の３－２、31 ページ目。揚水の供給力のカウント方法についてというと

ころでございまして、揚水の調整係数の設定により、予備率の見通しが大きく変動すると

いったことが分かったということでございます。これが重要であるということで、この調

整係数自体も継続して監視していく必要があるのではないかといったご意見を頂戴してご

ざいます。 

 以上でございます。 

○山内委員長 

 ということで、詳しくは資料の３をご覧いただければと思います。 

 それでは、皆さまからご発言のご希望を募りたいと思いますが、いかがでございましょ

う。どなたかご発言をご希望の方はいらっしゃいますか。大橋委員がご発言ということで、

どうぞご発言ください。 

○大橋委員 

 すみません。ありがとうございます。途中でいったん離席しなければならないので、先

に発言だけさせていただきます。 

 本日の提起いただいた論点は大変重要な論点ばかりだと思っておりまして、それぞれし

っかり議論していかなきゃいけない内容だと思っています。最初の資料で頂きましたけれ

ども、昨冬だけじゃなくて今冬も、また、2022 年度の冬も需給逼迫が続いている中におい

て、やはり供給力の対策、あるいはアワーも含めてですけれども、しっかり考えていかな

きゃいけないんだと思います。 

 当面は自家発の呼び掛けということだと思いますけれども、こうした電源の計画の提出

のタイミングをどうするかとか、あるいは発電計画をもう少し細やかに見ることができな

いかとか、そういうことも議論することが重要になってきているのではないかという感じ

がします。 

 ディマンドリスポンスに対する期待も非常に強いと思います。このＤＲに関して、どれ

だけの量が期待できるのかという、その調達できるポテンシャル量みたいなものをしっか

り地域的な分布の広がりも含めて、理解しておく必要があるのかなという感じがしますの

で、そうした点も今後調査なり何なりで考えていく必要があるんだろうと思います。 

 小売事業に対しても、今回、論点を頂きまして、重要だと思っています。調整力公募が

終了する 2024 年以降、小売事業者の果たすべき責任というのは、制度上は非常に大きく

なるわけですけれども、そうしたことについてもしっかり考えていかなきゃいけないんだ

と思いますし、また、発電事業者も 24年以降はリスクを念頭に置いて燃料調達していくと

いうことになるんだと思いますので、こうした燃料調達についての論点もありましたけれ

ども、こうしたこともしっかり念頭に置いて、国として燃料調達をどう考えていくのかと

いうことを議論しなきゃいけないということもおっしゃるとおりだなと思っています。 
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 当面、以上でございます。ありがとうございます。 

○山内委員長 

 どうもありがとうございました。そのほかの方でいかがでしょう。ご発言ございます？ 

需給逼迫の問題というのは本当に大変なことでして、今、大橋先生が言われたとおりかな

と思いますが。 

 それでは、牛窪委員、どうぞご発言ください。 

○牛窪委員 

 牛窪です。聞こえていますでしょうか。 

○山内委員長 

 はい、聞こえております。 

○牛窪委員 

 ありがとうございます。 

 大橋先生からもありましたけれども、資料の３－２ですか。揚水発電所のポンプアップ

原資ということで、ちょっとあまりよく分からなかったですけれども、こういったものを

やったことによって、若干前回拝見したよりかは余裕が出てきたというところはあります。

やっぱりエネルギー全体を取り巻く、まさに昨今の環境は不透明感を増していますので、

まだまだ安心することなく、しっかりとモニタリングしていくことが重要だと思っており

ます。 

 あと、これは資料の３－４ですか。ガスの話を今日ご整理いただいて、ありがとうござ

います。ガス産業というのは今後短期的には需要サイドの低炭素化への貢献が期待される

一方で、中長期的には脱炭素社会の潮流の高まりを考えると、需要が減少するという非常

に難しい環境変化が予想される産業と考えております。こうした中で、安定的なエネルギ

ーの供給と、産業の健全な発展を両立するために、２つ大事なことがあると思っておりま

して、１つはこれは資料のどこか、４ページ目ぐらいにも書いてありましたけれども、メ

タネーションが大事だと思っております。ＣＯ２カウントのルール整備なんかを行うこと

によって、脱炭素化への貢献を明確にすることができる環境を用意することが普及の鍵に

なると考えておりますし、あとは特に国をまたぐ場合の適正な取り扱いの整理がグローバ

ルな合成メタンバリューチェーンの構築なんかのためにも重要なのではないかなと思って

おります。 

 ２つ目が、ガス供給ネットワークインフラについてでございまして、これまでエネルギ

ーの安定供給や災害時のレジリエンス等の観点で非常に重要な役割を果たしてきた社会資

本でございますけれども、今後、カーボンニュートラルに向けていろいろな動きが出てく

る中でも、やはりどのような形に今後変わっていくにしても、エネルギーの安定供給とか、

レジリエンスの観点でそこをしっかりと損なうことなく体制を整備していく。そのために

も必要なコストを社会全体でどうやって負担してくかということの議論を進めていくこと

が大事なのではないかなと思っております。 
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 以上でございます。 

○山内委員長 

 ありがとうございます。平岩オブザーバーは後ほどご発言いただくことにしまして、次

は村松委員ですね。どうぞ、ご発言ください。 

○村松委員 

 村松です。聞こえていますでしょうか。 

○山内委員長 

 はい、聞こえております。 

○村松委員 

 ありがとうございます。 

 幅広く論点、検討すべき事項を取りまとめてくださいまして、ありがとうございます。

こちらに挙げていただきました検討課題につきましては、大筋おっしゃるとおり、ごもっ

ともな事項で、これらそれぞれ深掘りが必要だと考えています。挙げていただいた資料の

中で、幾つかコメントをさせていただければと思います。 

 まず、資料３－２で、振り返りの中で、燃料制約を挙げていただきました。中でもＬＮ

Ｇと石油火力というふうに分けていただいております。石油火力につきましては、後段の

ほうで石油の発電設備の撤退の話も挙げていらっしゃるとおり、石油火力は従前に比べて

どんどん廃止が進んでいる方向と理解しております。そのような中で、石油火力を今後ど

のような位置付けで捉えていくべきなのかということも踏まえた上で、燃料制約への対応

策を考えていく必要があると考えられます。 

 やはりある程度の物量が見込めて初めてサプライチェーン、商業ベースでのものが成り

立つと考えております。エネ基の中では 2030 年石油等２％という電源構成を目標値に掲

げており、このような中で通常、商業ベースで採算が取れるようなサプライチェーンとい

うのはなかなか望むことは難しいかと思いますので、どのような前提で考えるか。また、

コスト負担もセットで緊急避難的にやむを得ず維持するという合意が得られた上で、では

どうするのかといったような議論になってくるのではないかと考えられます。 

 続きまして、資料３－３の小売政策についてです。こちらについては諸外国の調査なら

びに実際に小売事業者への実態調査も進められて、深掘りをしていくということをご紹介

いただきました。事業者に対する調査はもちろんなんですけれども、反対側といいますか、

需要者側からの困り事ですとか、その辺の寄せられているクレームというんですかね。こ

ういう対応をされて需要家としては困っているという話も、当然、監視等委のほうでお持

ちではないかと思いますので、そういうものを合わせた上で、一面的ではなく、多面的な

観点で問題分析をしていただければと考えております。 

 それから、小売りにつきましては、カーボンニュートラル社会に向けた役割ということ

で挙げていただきましたが、これもカーボンニュートラル、既に皆さまからご発言があり

ますとおり、それぞれプレーヤーが応分の負担を行った上で、全体での達成が必要だとい



 

 18 

うことは疑いない話だと思います。 

 小売りが需要家へのタッチポイントを持っているので、そこでの働き掛けで非常に重要

な役割だというのはよく分かるんですけれども、事業者の努力では限界があると。例えば、

そのコスト負担を需要家の方々に担っていただくという観点では、やはり事業者単独では

難しいですし、ではその小売事業者が横で協調的にやっていったりすると、これはまたカ

ルテルとみなされるような恐れも出てきてしまいますので、この辺の役割を考える際には、

全体を見渡した中での小売事業者の役割ということで進められればと思います。 

 最後に、ガス政策を挙げていただきました。電気と対比しながらということで挙げてい

ただいているテーマもあるかと思います。カーボンニュートラルに向けては、先ほど、牛

窪委員からもありましたとおり、トランジション期の燃料に位置付けられて、ガス事業と

しての広がりが見える一方、ＣＯ２排出削減というのはこれは必須の命題でございますの

で、明確なその辺の計測方法ですとか、法制度上の整備というのが必要であり、ガス事業

者が安心して取り組んでいけるような枠組みというのをこちら側で整理する必要があると

思います。 

 電気と比べて、地域エネルギーとしての位置付けですね。ガス事業者の中には規模が小

さい、地域密着型の会社も多いので、自治体との間でうまく地方創生といったような取り

組みもしながら事業を取り組んでいらっしゃる好事例がたくさんあるのではないかなと思

いますので、そういったものを参考にして進められればと思っております。 

 以上です。 

○山内委員長 

 ありがとうございました。次の発言者は松村委員です。どうぞ、ご発言ください。 

○松村委員 

 松村です。聞こえますか。 

○山内委員長 

 聞こえております。 

○松村委員 

 はい、発言します。 

 まず、資料３－１から３－３に共通する面だと思うのですけれども、今確かに燃料価格

が非常に高騰していて、それに対応して卸市場価格も高騰している。いろんな問題が噴出

しているのは全くそのとおり。需給の対策も含めて、いろんなことを考えていかなければ

いけないのは、全く指摘のとおりだと思います。 

 しかし、よく考えてほしい。ここに参加している多くの人、少なからぬ人たちが、つい

数年前まで再エネが大量に入ってくれば、その結果として必然的に卸市場価格は低下する

あるいは、もっとひどいケースになると、卸市場価格は少なくとも一部の固定費は乗って

いないので、だから、卸市場価格で買っている人たちはフリーライドしている、つまり、

全般的に電力の価格は安い、傾向的に安くなる、あるいは少なくとも相対契約よりＪＰＸ
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を使っている人たちは安い価格で調達できるということを平気で言っていた人たちが、今

度はこの価格高騰局面になって、またこれは大変だ、大変だと言いだし、そういう見識の

ない人たちが集まって、この局面に慌てて場当たり的な対策を取ると、また将来に禍根を

残すことになるのではないかと、とても心配しています。 

 これはとても重要な問題で、ちゃんと考えなければいけない問題。今の卸市場価格の高

騰はちゃんと考えなければいけない問題であることは間違いないのですが、また場当たり

的な発想で、また場当たり的な対応をするのではなく、ちゃんと市場の性質を見極めた上

で、抜本的な対策も考える必要があると思います。 

 しつこいようですが、もうその頃からずっと言っていたとおり、今でも正しいと思って

いますが、これからはボラティリティーが上がるのであって、恒常的に価格が上がるとか

下がるとかということではないだということをちゃんと認識した上で、今後この議論が適

切に進んでいくことを期待しています。 

 次に、事務局の説明で、昨年度、そして今年度もＨ１需要、それで過去 10 年を見た上

で、一番需要の大きかったときを見る最大需要を 2 年連続で、複数エリアで更新したとい

う事実の説明の中で、「コロナ禍であっても」という説明があった。ちょっと安直すぎな

いかと懸念します。コロナ禍であっても更新されたという認識は、コロナの影響によって

本来なら需要は減っているはずなのにもかかわらず増えたということ、論理的にはそうい

うことだと思うのですけれども、コロナの影響で需要が減るのか、増えるのかは本来自明

ではないはず。特にこのＨ１という文脈で、コロナによって増えるのか、減るのかは不明

確だと思います。今の段階では分からないと思います。少なくともコロナの影響で生産が

大きく低下した局面があったのは間違いなく、そのような局面では確かにコロナによって

需要が減るということはあったと思いますが、このＨ１というレベルで、本当にコロナの

影響は電力のＨ１需要を増やす方向なのか、減らす方向なのかは分からないと思います。

コロナの影響で私たちは窓を開けながら冷暖房することを強いられている。当然、エネル

ギー利用効率は落ちるし、この影響は特に冬の暖房需要では大きいはず。オフィスに出勤

している人を減らす努力の結果、出勤者を半分に減らすことがあったとする。オフィスの

冷暖房需要というのは減る。しかし出勤者が半分になったら半分に減るということは通常

なく、他方で在宅勤務している人たちも当然家で冷暖房を使うことになる。Ｈ１需要を増

やす要素も当然にあるはず。 

 従って、少なくともコロナ禍であっても２年連続で更新したという認識でこの後政策が

形成されると、非常に変な方向に行くのではないかと、とても危惧しています。ここは冷

静にちゃんと今までのルールは本当にまずかったのかということを踏まえて、きちんと議

論していくべきだと思います。 

 次、具体的に資料についてです。まず、資料３－２に関して、燃料制約、石油の燃料制

約が不可避だと、一定の燃料制約は不可避だというのは、現状を考えれば正しいと思いま

すが、本当にそう言ってもいいのか。一定の対策を取れば、かなり軽減できるはずで、し
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かしそれは大きなコストがかかるので、望ましいかどうかは別。一定程度は不可避だとい

う、その程度問題でもあるのですが、本当に不可避と安易に言ってもいいのか自体も議論

の余地はあると思います。 

 次に、スライド 21 です。２月 10 日に効率的な電気の使用を呼び掛けた。これはパワー

グリッドだけじゃなくて、国もだと思うのですけれども、これは誰にどれぐらい届いたの

でしょうか。岩船委員からも若干のご言及があったわけですけれども、これはちゃんと調

べる必要があると思います。どういうメッセージとして届いたのかということ。ただ、こ

れが２月 10日は確かに厳しいけれども、ものすごく強い節電が必要なほど厳しくなかった

ということであれば、特に問題はないと思うのですが、できる範囲でわずかな節電でもで

きるのならやってくださいという程度のことならいいと思うのですけれども、もし本当に

もっと危機的なものだったとして、もしそうならアナウンスはもう明らかに足りなかった

と思います。少なくとも多くの国民には適切な情報は届いていないと思います。この点に

ついては、今後のことも考えて、どういう方法でどういうメッセージが必要なのかという

ことはきちんと考えていく必要があると思いました。 

 次に、スライド 38のところで、この最後のところです。例えば、予備率３％に満たない

分のみを募集するのではなく、一定のプラスアルファということが書かれています。これ

は、例えば揚水の供給力は大幅に見直されて増えたということなのだけれども、これに対

して事業者のほうからも疑問の声が出ているということがある。しかしもし予備率３％に

満たない部分を大幅に超えて募集するなんてしたら、一体その予備率３％という基準は何

のためにあるのか、ということになる。もしその揚水の計算の仕方が間違っているとする

ならば、そちらを正しくするのが筋。その場で言われた、例えばくみ上げ原資が本当にあ

るのかという点に関しては、電気のプロがそう言っているのだから、ちゃんと検証するこ

とは必要だと思いますが、しかし、くみ上げ原資は、要するに、そのピークが出ていると

ころでない時間帯で必要な供給力。ピークでない時間帯であれば、まだ追加の供給力は出

せるということは十分あり得ると思うので、その対策も頭に入れた上で、この広域機関が

新たに出した数字が間違っていると言っているのか、私にははなはだ疑問。この点につい

ても安直に募集量を増やされたら困る。そんなことをしたら、何のためにルールを作って

いるのかが分からなくなる。足りなかったときには批判を浴びるわけですから、できるだ

け安全な方向に安全な方向にというインセンティブがあるのは十分分かりますが、国民負

担に直結することは十分考えた上で、ここは決めるべきだと思います。 

 以上です。 

○山内委員長 

 ありがとうございました。 

 次は海寳委員、どうぞ、ご発言ください。 

○海寳委員 

 資料３－４の今後のガス政策について、事務局に整理いただいた５つの論点はいずれも
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重要だと認識しています。本小委員会では、主に電力について検討されていますが、足元、

エネルギー消費の約４分の３を占めるのは化石燃料を主体とする熱や燃料であり、とりわ

けトランジションにも貢献する燃料として、ガスの安価・安定供給および脱炭素化に向け

た対応が極めて重要です。こうした観点から、２点ほど申し上げます。 

 まず、論点１の国際的なＬＮＧを取り巻く情勢の変化への対応について、昨今の世界的

なＬＮＧ価格の高騰や、足元のウクライナ情勢により、ＬＮＧの安価・安定供給に懸念が

生じています。関係者のご尽力もあり、現段階では甚大な影響が生じているわけではない

と認識しておりますが、わが国のエネルギーセキュリティー確保の観点からも、調達のさ

らなる多角化や上流開発の強化等、ＬＮＧの安定確保に向けた取り組みを早急に進める必

要があります。 

 次に、論点２のカーボンニュートラルの実現に向けたガス制度整備に関連して、グリー

ン成長戦略や、第６次エネルギー基本計画といった国の主要な戦略において、ガス分野を

脱炭素化する手段として、水素やメタネーションといった技術を活用する方針が位置付け

られています。資料にも記載のとおり、今後は高度化法や省エネ法、温対法といった国内

制度および国際ルールへの合成メタンの位置付けの明確化をはじめ、事業の予見性確保や

技術の早期実現、拡大につながる具体的な制度検討が必要です。 

○山内委員長 

 ありがとうございます。 

 次のご発言者は石井委員です。どうぞ、ご発言ください。 

○石井委員 

 資料のご説明ありがとうございました。 

 今後の小売政策の部分の論点２の需要家保護の在り方についてですが、12 ページで書か

れている考え方、方向性に賛成いたします。今回ご紹介いただいている欧州各国における

さまざまな対策は日本の政策を今後検討する上で非常に参考になる部分も多いのではない

かと感じております。震災以降、電力料金の高止まりによって多くの中小企業が経営に悪

影響を受けている中、最近の燃料逼迫を背景にしたエネルギー料金の高騰、これがさらに

追い打ちをかけているといった声も各地の事業者から寄せられているところです。 

 今後は供給側のみならず、需要側の現場の実態も十分に把握いただきながら、需要家保

護政策を検討していっていただきたいということをお願いしたいと思っております。 

 以上でございます。 

○山内委員長 

 ありがとうございます。 

 次の発言者は澤田委員です。どうぞ、ご発言ください。 

○澤田委員 

 ありがとうございます。聞こえていますでしょうか。 

○山内委員長 
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 聞こえております。 

○澤田委員 

 需要者側からのコメントとして、一言申し上げたいと思います。まず、その前に、この

電力の安定供給に寄与できるように、早い段階からご準備いただいて、この冬を乗り越え

られそうな方向に向かっているというのは良かったかなと思います。 

 あと、資料３－２の 38にも述べられていましたけれども、一方、リスクサイドに立ちす

ぎると、社会的コストが増大するということも現実であって、そのバランスが大切なんで

すが、やはり供給側だけじゃなくて、需要側からもこのリスクに対して担ってもらうとい

うことも大切です。節電の呼び掛け等々をうまく進めていかないといけないのかなと思っ

ています。 

 今、いろんな値上げが相次いでおりまして、例えば買い物に行くと価格が上がっている

ことが分かり、買うのをどうしようかなと悩むんですが、電力に関しては、家庭では使っ

た後で遅れて需要電力量とか料金が来て、こんなに使っていたんだな、なんて思うわけで

す。でも、やはりその都度都度状況が分かれば、リアルタイムに節電のことも気意識する

と思うので、見える化、見せる化というのをうまくやっていくことが大切かなと思ってい

ます。 

 それで、古典的なやり方になりますけれども、私たちの企業では、例えば事業所内には

電力使用に関する見える化を行っていますし、館内放送も結構やっています。私が住んで

いるマンションも電力が厳しくなりそうな時には、「できれば節電をお願いします」とい

うような放送もやっています。町内の放送でも結構やっています。 

ちょっと古典的なやり方になりますけれども、やはりいろんな形でこういう呼び掛けとい

うのをきちっとやることによって、需要側からの対応というのもしっかりできてくると思

います。今はスマホもうまく使うというやり方もあると思いますので、工夫するのが結構

大きな成果をもたらすと思います。それから、再生エネルギーの比率を上げていくとどう

しても安定供給の準備余力の創出というのが難しくなると思いますので、そのことも考慮

に入れて、今後しっかりと対応を進めていく必要があるかなと思います。 

 以上、コメントでした。ありがとうございます。 

○山内委員長 

 どうもありがとうございます。 

 次の発言者は大石委員です。どうぞ、ご発言ください。 

○大石委員 

 ありがとうございます。聞こえておりますでしょうか。 

○山内委員長 

 はい、大丈夫です。 

○大石委員 

 今、澤田委員がおっしゃられたこととかなり重なりますが、消費者といいますか需要家
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の立場で少し発言させていただきます。今年度も昨年に続きまして、冬期、大変厳しい需

給状況の中で、何とか停電にならずにここまで来ているというのは、関係の皆さまの努力

のおかげであると思っており、感謝申しあげます。加えまして、そのなかに、もう少し私

たち消費者も関わり貢献できるのではないかと常日頃から思っております。今、澤田委員

がおっしゃられましたように、消費者への適正な情報提供が必要ということがあります。

さらに、消費者がディマンドリスポンス等に積極的に関わっていくために、小売事業者に

求められる役割は大きく、今後さらに広がっていくのではないかと思っております。その

意味で、ぜひ小売事業者の方々には、その期待に応えていただきたいと思っております、

というのが一つです。 

 それから、やはり消費者側も、電力自由化のそもそもの目的の中に、電気料金の最大限

の抑制というのがありますので、自由化すれば安くなるのは当然と考え、何でこんなに電

気代は高くなっているのか、と思ってしまう人も多いのですが、やはり個人として、とい

うことだけでなく、世界的にこれだけ燃料が逼迫し、世界的にいろいろなことが起こって

いる中で、なるべくみんなが困らないように社会全体で上昇額を抑制していくためには、

と考えることが必要だと思います。値段もそうですし、また使用量についても節電などの

考えに基づかないと、なかなかカーボンニュートラルとの両立というのは難しいだろうな

と思っております。 

 その意味で、消費者の意識を変えるためにも、ぜひ適切な情報提供というのを今後もお

願いできればありがたいなと思います。 

 以上です。 

○山内委員長 

 ありがとうございました。 

 次は秋元委員です。どうぞ。 

○秋元委員 

 どうもありがとうございます。秋元です。 

 まず、資料３－２の 38ページ目ですけれども、これは松村委員がおっしゃいましたけれ

ども、私も似たような感想を持って。揚水に関してはやはり不確実性が高いですし、事業

者からもどうなんだという議論も頂いていますので、そこを精査するということは大変重

要で、しっかりどれぐらい確保できるのかということを精査していくべきだと思っていま

して、そこに対するリスクがどうかということを拙速に判断すべきじゃないかなと思って

います。しっかり揚水の部分を精査した上で、それでも不確実性が高くてリスクがあると

いうことであれば、その上でまた判断すべき事項なのだろうと思っていると。それが１点

目でございます。 

 ２点目が資料３－３でございますが、これも大変重要な話を頂いて、１点だけ申し上げ

ますと、やはり低炭素化、脱炭素化という動きが強まってきている中で、発電事業者もそ

うなんだと思いますけれども、小売事業者のやっぱり環境が悪くなってきているというこ
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とだと思っていて、例えばやはり高度化法の義務達成市場なんかの価格〓転嫁〓はなかな

か容易にできないというような状況もありまして、そういった不適正に上げるということ

はあるべきじゃないと思っていますが、持続的に事業をちゃんと営んでもらわないといけ

ませんし、低炭素化、脱炭素化という流れが強まっている中で、しっかり電力需要家にコ

ストを理解してもらうということが重要だと思いますので、それをやっぱり政府もしっか

り助けていくということが必要だと思います。 

 その上で、小売事業者がしっかり持続的な健全な事業運営ができるような形を考えてい

く必要があると思いますので、その辺りも含めて、ぜひ議論を続けていただければと思い

ます。 

 以上です。 

○山内委員長 

 ありがとうございました。 

 これで委員の方のご発言はひとあたり済んだと思いますけれども、よろしいですか、ほ

かに追加的にございます？ もしよろしければ、オブザーバーの方に発言していただきた

いと思います。 

 まず最初は、送配電網協議会の平岩オブザーバーです。どうぞご発言ください。 

○平岩オブザーバー 

 平岩です。ありがとうございます。聞こえますでしょうか。 

○山内委員長 

 はい、聞こえております。 

○平岩オブザーバー 

 私からは１点、2022 年度の電力需給見通しの関連でコメントさせていただきます。資料

３－２ 35ページの最新の 2022年度冬季の電力需給見通しにおいて、東京エリアと中部エ

リアは供給力、予備率に余裕がある状況ではなく、また、東京エリアは今冬においても需

給逼迫が発生しております。 

 何人かの委員様が揚水発電についてご指摘されておりますが、今回の需給見通しでは予

備率が改善され、その変動要因として揚水発電の調整係数の更新が挙げられておりますが、

この調整係数は広域機関殿において算定されているものと認識しております。 

 また、その数値は安定電源の変化の影響を受けることから、エリアの安定供給を担う一

般送配電事業者としては、安定電源が具体的にどのように増加しているのかを含めて、今

後も電力需給見通しについてしっかりと確認していくことが重要であると考えております。 

 私共一送も諸元の確認等にご協力してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○山内委員長 

 ありがとうございます。 

 次の発言者は、電気事業連合会の清水オブザーバーです。どうぞ。 
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○清水オブザーバー 

 電事連の清水でございます。聞こえますでしょうか。 

○山内委員長 

 はい、聞こえております。 

○清水オブザーバー 

 お願いします。 

 私は資料３－３、今後の小売政策について発言させていただきます。本日はカーボンニ

ュートラル社会に向けた小売りの役割を新たな論点として提示いただきました。2050 年カ

ーボンニュートラル実現のためには、電源の脱炭素化に加えて、日本の最終エネルギー消

費の約７割を占めます熱需要の電化によります脱炭素化の取り組み、これが重要だという

ように考えます。 

 需要家と直接接点のある小売電気事業がカーボンニュートラルにつながるコミュニケー

ションを図ることが今後ますます重要になるというように認識しておりますので、本論点

の議論を深めていただくことは大変意義があるというように考えているところであります。 

 私からは以上でございます。 

○山内委員長 

 よろしいですかね。ありがとうございます。 

 次は、日本ガス協会の早川オブザーバー、どうぞ。 

○早川オブザーバー 

 早川です。聞こえますでしょうか。 

○山内委員長 

 はい、聞こえております。 

○早川オブザーバー 

 今回、資料３－４で今後のガス政策の在り方を巡る論点について改めまして取り上げて

いただき、また、本日、委員の皆さまからもさまざまなご意見、ご質問を頂きまして、誠

にありがとうございます。 

 われわれ業界としましても、まず第一に 2050 年のカーボンニュートラル実現、2030 年

のエネルギーミックスの達成に向けまして、エネルギー基本計画にも記載いただきました

ように、トランジション期における天然ガスシフト、そして、2050 年に向けて合成メタン、

その他手段と合わせて、ガスのカーボンニュートラル化について業界一丸となって取り組

んでいるところでございます。その実現を力強く後押しいただけるような政策、制度上の

課題解決の一助となるようなご議論を今後していただければ大変ありがたいと思います。 

 また、課題の５つ目のところで、地方のガス事業者についても取り上げていただきまし

た。ご案内のとおり、都市ガス事業者の約８割は 100 名以下の中小規模の事業者でござい

ます。オール電化などの他燃料との競合ですとか、あるいは、人口減少、過疎化といった

課題を抱えながら、地方における地方創生、脱炭素の担い手として、それぞれ創意工夫の
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下に取り組みを進めているところというふうにお聞きしています。ぜひ今後の議論に当た

りましては、このようなわれわれガスならではの特徴を踏まえたご検討をよろしくお願い

をしたいと思います。 

 私からは以上でございます。 

○山内委員長 

 ありがとうございます。 

 次は、エネットの谷口オブザーバー、どうぞ。 

○谷口オブザーバー 

 ありがとうございます。谷口です。 

 資料３－３の今後の小売政策についてコメントさせていただきます。 

 22 ページの市場・競争・価値創造等の項目とも関連しますが、まずは系統全体での安定

供給確保というのは大前提ですが、その上で、われわれ小売事業者が安定供給、それから、

再エネ普及というところに貢献するようなＤＲを含めた需要家向けのサービスであったり、

利便性が向上するサービスというのを提供していくためには、われわれ小売事業者が実効

的な電源調達であったり、リスクヘッジの対策が打てるという環境があってやっとできる

ことだと思っております。 

 実際、いろんな事情はありますけれども、足元ではほかのさまざまな新電力と会話して

いても、旧一般電気事業者、大手発電事業者等への相対電源への申し込みを行っても今は

契約できないというケースが多発しているというのが実態でございます。 

 小売事業者が需要家向けにサービスを展開することを積極的に行っていくためにも、資

料にも記載がございます、適切な卸アクセス機会の確保というものと、ヘッジ手段の充実

ということが実質的に機能するように、現状の評価、検証、対策というのをお願いできれ

ばと思います。 

 また、小売事業者がさらに今後、ディマンドレスポンス等のサービスを充実させていく

という観点から、系統全体の再エネ発電の量の予測情報であったり、エリアの情報であっ

たりというところをきめ細かくタイムリーに把握できる仕組みというのも重要だと思いま

すので、今後、小売の実態調査ということで事業者アンケートをとるということですが、

こういった結果も踏まえて、具体的な対策の検討をお願いできればと思います。 

 以上でございます。 

○山内委員長 

 ありがとうございます。 

 次は広域機関の大山オブザーバー、どうぞ。 

○大山オブザーバー 

 ありがとうございます。 

 広域機関ですけれども、需給バランスの評価をしておりますので、一言だけ申し上げま

す。 
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 本日の事務局提案のとおり、供給計画の取りまとめを通して、しっかりと需給バランス

を評価していくということをやっていきます。それを通じて、次年度冬季の追加対策に関

する議論に貢献したいと考えております。 

 その上で、一般送配電事業者からもご協力いただけるという申し出がありましたので、

よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○山内委員長 

 ありがとうございます。大石委員から、追加ご発言。どうぞ。 

○大石委員 

すみません。先ほど、ご質問するのを忘れてしまったので、１点教えていただければとい

思います。松村委員からもご指摘がありました、コロナ禍による電力の需要の増大につい

て、この要因というのはどのように分析されているのかという点についてです。 

 一説によれば、世の中全体でデジタル化に向かっており、そのデジタル化による電力の

需要というのが今後さらに増えるのではないかという話もあって、その理由だけで増えて

いるとは思えないのですが、今後の需要見込みも含めて、コロナ禍でありながら需要が増

えたという点について、もし何か分析行われているのでしたら教えていただきたいと思い

ます。 以上です。 

○山内委員長 

 ありがとうございます。後ほどまとめて事務局のほうからご回答をお答えいただきたい

と思いますが、追加的に何かご発言はございますか。 

 それでは、時間のほうもそろそろですので、事務局のほうからご回答、あるいはコメン

トですね。これをお願いしたいと思います。 

○事務局（迫田供給室長） 

 すみません。本日も多岐にわたるご意見をどうもありがとうございました。 

 私のほうからは資料の３－１と３－２に関連する事項について、ご回答させていただき

ます。 

 まず、岩船委員、大橋委員、それと松村委員、大石委員をはじめとして、本日、ＤＲに

ついても非常にご意見を多く頂いたところでございます。また、国や電力会社からのメッ

セージがちゃんと届いているのかといったようなご指摘も頂いたところでございます。い

ずれにつきましても、この需要家が安定供給にどのような形で関わっていくのかという非

常に大きい、重要な論点だというふうに認識をしているところでございまして、今後の需

給対策に当たっては、こうした需要家の関わり方といったことについてもしっかりと考え

ていきたいと考えているところでございます。 

 また、村松委員のほうから、石油火力の燃料制約についてご意見をいただいたところで

ございます。 

 ご指摘いただきましたとおり、石油火力は廃止が進んでいるという状況でございまして、
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こうした中で石油火力をそもそもどう捉えるのかということが非常に重要な論点になろう

かと思っているところでございます。 

 こちらにつきましても、石油火力を全部なくせばいいかというと、そういうことでもな

く、やはり一時期脱炭素への移行期においては火力の中でのミックスも含めて意識してい

かなければならないということでございますので、その辺、火力全体の中でも石油火力の

位置付けも含めて考えていく必要があると考えているところでございます。 

 それと、松村委員のほうから、コロナ禍の需要についてご指摘いただきました。また、

大石委員のほうからもコロナ禍の中で需要が増えている要因ということについて、その理

由についてご質問いただいたところでございます。この足元の昨年、今年につきましては、

コロナにおいて経済活動が停滞をしていくというその中で、経済指標が下がっているとい

うことを反映する中で、需要が低かったということではありますけれども、実体的には需

要が増えているということでございます。 

 こちらについては、今どういう理由なのかといったところまで検証ができているもので

はございませんけれども、どういった形でそれを評価できるのかといったことを考えてい

きたいと思っております。 

 また、需要全体の考え方についても、こうした足元の実態をしっかりと反映されている

のかどうかといったことを需要の考え方、算出の仕方についての議論をしていく必要があ

るのではないかなと感じたところでございます。 

 それと、松村委員のほうから、予備率３％との関係でどこまで供給をするかどうかとい

うご意見を頂いたところでございます。まさに国民負担とのバランスといったことが非常

に重要な視点だということだというふうに考えているところでございまして、現在のその

ルールと、そして実態、それと国民負担のバランスも含めて、対策については引き続きご

議論いただければと思っております。 

 また、揚水の取り扱いについて、本日も複数の委員の方々からもご意見を頂いたところ

でございます。自治体との関係につきましては、広域機関と電力事業者の間でデータの突

合作業などをこれから今後行うということになっておりますので、当方におきましても広

域機関とも連携しながら、しっかりその中身について確認をしていき、議論を進めていき

たいと考えているところでございます。 

 以上です。 

○山内委員長 

 続いて、どうぞ。 

○事務局（野田ガス市場整備室長） 

 では、ガスの関係で。まずは牛窪委員、村松委員、海寳委員、そして早川オブザーバー

のほうから、カーボンニュートラルに向けた合成メタンですとか、また、合成メタンの利

用にかかる排出というものの扱いということで、ご意見を頂いたところでございます。 

 まさにその合成メタンの利用促進という観点からは、官民協議会をまさに私のほうでや
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っていただく、山内委員長に座長をやっていただいて、別途の場で研究会もやっておりま

すので、またそういったところの成果というのはご紹介をさせていただく機会が持てるの

ではないかと思っております。非常に重要な論点ということで、この場で議論を進めてい

るところでございます。 

 海寳委員のほうからは、国際的なＬＮＧ環境を巡る情勢の変化というところの重要性に

ついて論じていただきました。しっかり受け止めて、電気のほうも同じようなＬＮＧの利

用ということで、同じでございますので、一緒に検討していきたいと思っております。 

 以上です。 

○山内委員長 

 ありがとうございます。以上でよろしいですか。 

 どうもありがとうございました。事務局から直近の電力需給・卸電力の動向等も報告し

ていただいて、21 年度の電力需給全体の中間報告、それから、22 年度の電力需給を意図

した対策と。それから、今後の供給力確保策の課題ですね。それから、小売政策。それと、

最後にガスの話になったということでありますが、お聞きしている限り、基本的には事務

局から示された方向性に対して、大きな変更を求めるようなご意見はなかったと考えてお

ります。ただ、細かいというと変ですけれども、１つは発電小売、需要のところで言うと、

需要のところをもう少し深掘りといいますか、考えてほしいというのが意見としては多か

ったのかなということと、それから、いろいろな方向性の中で、詳細の点についてもう少

し精査しろというご意見があったということでございますので、その辺も踏まえていただ

いて、事務局にはこの方向で引き続きご検討いただければよろしいのかなというふうに、

私のほうでは判断させていただいたと。 

 それで、これで半分終わりましたけれども、後半戦がございますので、議題２です。事

務局から、資料の４－１から４－３まで。これをご説明いただこうと、よろしくお願いい

たします。 

○事務局（小川電力基盤整備課長） 

 では、まず初めに、資料４－１、今後の火力政策について、電力基盤課長の小川です。

火力政策については、前回からこの場でご検討、ご審議を始めていただいているところで

すけれども、本日はその中でも脱炭素化というテーマでご議論いただければと思います。 

 まず、５ページをご覧ください。前回お示しした検討課題多岐にわたるに当たる中で、

この赤枠、５ページ、６ページ、赤枠で囲っている脱炭素化に関連した部分というのが本

日の議題になります。６ページで言いますと、中程に安定供給というところで先ほどもご

議論ありました、火力の役割、石油なども含めた安定供給における役割というのはまた別

途の回でご議論いただければと思っております。 

 続きまして、８ページをご覧ください。まずはロードマップというところで、火力の脱

炭素化に向けたロードマップの作成に当たり、どのような点を考慮していくといいかとい

った点でご意見を頂ければと思います。 
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 まずは３つ目のポツにありますようなゴールとなる2050年というのがあるということ。

カーボンニュートラルといったときに、その中で脱炭素化の火力というのがどれぐらいを

占めていくかというのがあった上で、足元で言いますと、2030 年エネルギーミックスとい

う形で姿は示されておりますけれども、2030 から 2050 年にかけて、どのような道筋を描

いていくか。その際には脱炭素化ということで一直線に進むということでは必ずしもない。

いろいろ考慮すべき要素、安定供給なんかも含めて、あるいは技術開発、普及といった点

も含めて考えたときに、どういうような絵姿を描いていくか。当然、一つの答えがあるわ

けではないんですけれども、どういった点に考慮しながら、どういった点を考慮して進め

ていくことが重要かといった点について、ご議論をいただければと考えております。 

 特に、８ページで言いますと、下から２つ目のポツにありますような、脱炭素化、ゴー

ルがある中で、最初はゆっくりで後半にペースを上げるといったことが安易に課題の先送

りにならないような工夫といったものも重要になってくるのではないかというところであ

ります。 

 続きまして、２つ目、火力発電所における脱炭素燃料の利用可能性ということで、今回、

アンモニアに関しての導入ポテンシャルを試算しております。ページで言いますと、13 ペ

ージをまずご覧いただければと思います。 

 今回は石炭火力に混焼ということを前提としたアンモニアについて、大手電力会社から

ヒアリングをして課題を整理の上で、導入のポテンシャルを試算しております。その課題

の整理というので次の参考スライド、14 ページにありますけれども、幾つか課題。例えば

下に整理しております①、物理的に導入困難。面積として新たなタンクの設置が難しいと

いった点ですとか、２つ目、②にありますけれども、港湾の課題。③近隣住民との関係と。

こういったさまざまな課題がある中で、今回はこの①をある意味で除いて、導入、最大の

ポテンシャルがどれぐらいあるかということを試算しております。その結果につきまして

は、スライド 17をご覧いただければと思います。 

 現状の石炭火力、一番上にありますけれども、これは大手電力会社の石炭火力というこ

とで、70基程度、約 4,000万ｋＷ程度とあります。 

これも 2030 年にかけてはフェードアウト、一通り石炭火力のフェードアウトをしていく

中で、先ほど申し上げました、物理的に課題があるところを除きますと、中ほどにありま

す、導入の最大のポテンシャルということで、2,550 万ｋＷ程度という数字が示されてお

ります。基数にして 40基程度というところであります。 

 これらはさまざまな石炭火力というところで、これを一定の制約といいましょうか、条

件で言いますと、「Ｂ．ＵＳＣのみ」といった場合が 26 程度。さらに、Ｃで示しています、

2030年時点で経年 20年未満という限定をかけていくと、これで 10基程度。いずれも想定

で言いますと、20％混焼ということで行きますと、このＣのケースで行きますと、発電量

としまして、約 120 億ｋＷｈといった数字になっております。日本の電力需要全体の１％

強という数字になりますけれども、この場合に、今度はこれはあくまでポテンシャルとい
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う、しかも発電所ベースのものになりますから、実際には今度は燃料のほうの、アンモニ

アサプライチェーンの問題、どれだけのアンモニア供給がどういった価格で確保されるか。

これらについては、またこことは別の場でいろいろ検討しなければならないだろうという

ところでありますけれども、こちらではアンモニアの一大ユーザーと期待される石炭火力

におけるポテンシャルということでお示ししております。 

 同様に、水素についても今後いろいろ検討は必要ではありますけれども、現時点では具

体的な試算は本日はお示しできていないところであります。19 ページにＬＮＧ火力におけ

る脱炭素燃料利用ということで、水素、それから、メタネーションといった点に触れてい

るところであります。 

 ３番目は今度は港湾設備のインフラ整備。こちらは検討状況のご報告になります。スラ

イド 27ページをご覧ください。アンモニア・水素などの脱炭素燃料の活用ということで言

いますと、その燃料受け入れの課題ということでのインフラ整備も重要になっていきます。

かつて日本がＬＮＧを世界に先駆けて実用化した際にも、まさにそのための基地ですとか、

整理をしていたわけですけれども、今後、脱炭素燃料を活用していくという際には、イン

フラ面でも新たな整備が必要になってくると。そういった問題意識の下で、27 ページに中

ほどから下に記しておりますけれども、例えば国交省におきましては、カーボンニュート

ラルポートというものの検討。それから、経産省におきましても、カーボンニュートラル

コンビナートの検討というのが進められております。 

 また、具体的なところは、28 ページは国交省における検討状況というところであります。

それから、次の 29ページ。経産省における検討でありまして、それぞれ研究会などが行わ

れておりますけれども、こういったところ、特にアンモニアを純粋に、単に発電用の燃料

というだけではなくて、むしろ製造業など、ほかの産業でもまさにカーボンニュートラル

の実現に向けて利用してくというところが期待されております。 

 中でも電力というのは、一大ユーザーになることが期待されているというところであり

ますけれども、電力のみならず、ほかの産業とも連携して、こういった特にインフラ整備

につきましては、検討を進めていければと考えております。 

 最後は国際連携のところ、こちらも状況のご紹介になります。37 ページをご覧いただけ

ればと思います。脱炭素に向けた各国、特に海外諸国の取り組みと連携して進めていくと

いった際に、基本的な考え方としまして、特に日本と同様、火力の比率の高いところ。 

アジアなどを念頭に置いた場合に、日本が進めていく、この火力の脱炭素化というのをア

ジアに展開していくということが重要でないかという問題意識で、アジアとは参考資料に

もお示ししますけれども、連携して脱炭素化を進めていくという動きであります。 

 一方で、脱炭素化の際の特に燃料の部分につきましては、これも海外からの輸入という

のが必須になってきます。その際に、既に資料でいうと 42ページにもあります、例えばオ

ーストラリアといった国、そのほか、海外、アメリカ、それから、欧州なども含めて、特

にこの脱炭素燃料の供給者、需要者といった形での連携というのもこの脱炭素化を進めて
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いく上では重要というふうに考えておりまして、こういった連携の取り組みも今後ますま

す重要になってくるというこふうに考えているところであります。 

 以上が資料４－１でありまして、引き続きまして、資料４－２で、電力ネットワークの

次世代化について、ご説明いたします。 

 まず、資料２ページでありますけれども、本日のご議論というところで、先ほど火力の

脱炭素化でありましたが、こちら、ネットワークにおいてもその電力システム全体の脱炭

素化を進めていく上で、ネットワークそのものを次世代化していくということが重要にな

っております。 

 その際、一つはカーボンニュートラル、それから、もう一つ、電力サイドでは安定供給

という意味でのレジリエンスの向上ということ。さらには、社会構造の変革という点を後

押しするという意味でも、ネットワークの変革が求められているというところであります。

そうした中で、昨今この系統送電網の整備というためのマスタープランの検討といった点、

それから、分散グリッドを進める取り組みといった点。そして、そのための費用負担の問

題。いろいろ取り組みが進められているところでありまして、こういった電力ネットマー

クの次世代化、将来を見据えた進め方の議論と足元の課題の検討の方向性についてご議論

いただければと思います。 

 まず、基本的な視点ということで、スライド４ページをご覧いただければと思います。

足元ではネットワークの重要性が増しているということと、ネットワーク政策そのものも

今、大きく変化してきております。再エネの早期接続を可能にするためのノンファーム型

接続というのが始まっておりますし、一方で、電源供給側だけではなくて、需要というの

を取り込んでいく。先ほど前半でやりました、電力需給の議論とも一部共通するところで

ありますけれども、供給だけではなくて、需要というのをしっかり見てのネットワーク形

成というのが重要になってくると考えられます。 

 そういった意味で、下から２つ目のポツにあるような、今後のネットワーク政策の在り

方、電源のみならず、需要を含めて全体で見ていくといった話。それから、ネットワーク

の特に建設、整備となりますと、時間軸で言うと、５年はおろか、10 年、15 年を要する

ことも一般的である中で、電源サイド、需要サイド。従来で言うと、新しい電源、新しい

需要というのが確定してからでないと、なかなかネットワーク形成できなかったと。でき

ないという面があります。 

 一方で、ややニワトリと卵のところもありまして、ネットワークができるのであれば、

電源が立つ。特に再エネにおいて顕著でありますけれども、そういった電源の問題。それ

から、需要についても同様の課題というのがある中で、そういった電源、需要の動きと、

ある意味、連動する形でのネットワークの整備、運用というのが重要になってくるのでは

ないか。 

 さらには、広域化という中での広域整理と地域分散とのバランス。そして、その他の電

源政策、あるいは情報産業政策との連携といったような点。広がりを持ってきている点を



 

 33 

念頭に置いた検討が必要でないかという点をお示ししております。 

 具体的な検討課題例というところで、５ページであります。電力ネットワークの役割・

機能。特に電源、需要との関係。それから、２つ目のポツ。前半のご議論でも少しありま

した、このさまざまな情報を発信していくという形。ネットワーク主体で送電、潮流の情

報のみならず、発電の状況ですとか、需要の状況。今も例えば「でんき予報」という形で、

日々リアルタイムの情報公開がされておりますけれども、やはりネットワークがある意味、

情報のハブとなる中で、情報発信に果たす役割というのをどう考えていくかというのも重

要かと考えております。 

 そのほか、ネットワークの整備・運用、また、５ページの一番下のポツで言いますと、

設備を従来で言うと増強していくという形が主でありましたが、今後は混雑管理、高度化

という意味で、作るだけではなくて、運用の高度化によって全体を、特に再エネの接続を

減らしていくといったことも進められているところであります。 

 また、６ページになりますと、分散化の話。それから、特に費用負担と回収の話。これ

らが今後の議題としても重要な検討課題と考えております。ネットワークのコストの問題。

これを目的との関係で、あるいは受益との関係でどのような形での負担を考えていくかと

いった点。従来で言うと、基本は託送料金という形ではありましたけれども、託送料金以

外の仕組みというものも考えるとしたら、どういった方策があるかということ。その際に、

効率化のインセンティブと費用回収の確実性。どのようなバランスを取っていくかといっ

たような論点があると考えております。 

 ７ページ目以降は、参考として、昨今の状況変化ということをお示ししておりまして、

さらに 11ページ目以降ですと、直近、昨年末以降の送配電を取り巻く状況。送配電網のバ

ージョンアップといった総理演説、あるいはクリーンエネルギー戦略の先頭。そして、13

ページは、特にレベニューキャップ制度、2022 年度から導入される新しい託送料金制度に

ついて記しております。 

 後半は足元、直帰の動向と取り組みの方向性というところで整理しております。まずは

10 ページをご覧いただければと思います。今、全体、ネットワークの次世代化というのを

進めていく中での特に足元の課題と取り組みの方向性というところ。今年、これから新た

な託送料金制度の下での料金制度も行われるということを念頭に置きつつ、かつ、送配電

事業者において次世代化に向けた取り組みの例として、幾つか課題、20 ページに記してお

ります。①から④、運用の広域化、２つ目、共通化。３つ目でデジタル化。さらには、４

つ目、分散型に対応したグリッド形成といったところ。これらについては各送配電事業者、

取り組みの状況などを確認しつつ、今後この小委員会にも整理の上、ご報告してはどうか

と。 

そのためにも、本日、必要な視点などについてご意見を頂ければと思っております。 

 具体的な取り組みの方向性。まず、22 ページはネットワーク運用の広域化であります。

日本全体で言いますと、各エリアごとに送配需給を管理、行われてきておりますけれども、
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電力広域機関が設置されて以降、安定供給という観点では広域的な融通という形で行われ

ております。 

 また、需給調整についても広域的な共同調達といった取り組みも進められましたり、あ

るいは追加の供給力公募といった点には全国の送配電事業者による共同公募といった取り

組みが進められてきております。こういった取り組みをより一層進めるということが大事

になる中での、その際の課題と対応についてどう考えるかというのが１つ目であります。 

 ２つ目は、26 ページ。設備、システムの、こちらは共通化といった点であります。これ

につきましては、従来も託送料金の〓審査〓ということとの兼ね合いで、なるべく設備を

共通にしておく。そのための仕様の統一化といった取り組みもなされてきております。 

 また、災害対応といった点でもこの重要性というのが浮き彫りになりまして、直近では、

幾つかの共通化といった点もなされているところ。参考資料、例えば 29ページなどにお示

ししております。 

 取り組みの方向性としましては、27 ページに記しておりますけれども、これまでに仕様

統一がなされてきた品目に加えて、幾つか主要な設備についてこの仕様の統一というのを

検討していってはどうかという点。それについてはしっかりフォローアップも行っていっ

てはどうかと考えております。 

 これまでの取り組み、28 ページがありまして、今後というところで言いますと、これら

の品目を少し拡大していくといった点のご提案になります。 

 取り組みの方向性、３つ目がデジタル化というところで、31 ページにお示ししておりま

す。デジタル化そのものはこれまでもその重要性ということで、さまざまな取り組みがな

されてきております。特に、設備の運用の高度化といった点もあります。今後ということ

で言いますと、従来以上にこの送電の混雑状況の管理といった点。それから、需給管理と

いった点でもこのデジタル化の重要性が増しているところでありまして、だからこそとい

いましょうか。幾つか、31 ページ、下半分に記しておりますように、これまでの取り組み

の評価。それから、今後の取り組み。どんな点が重要になっていくのか。さらに、そうい

ったデジタルの仕組みを一層入れていくに当たってのインセンティブ、あるいはそれの各

社間での横展開といったような点について、どういった点を考慮していくのが重要かとい

った点をご議論いただければと考えております。 

○事務局（下村電力産業・市場室長） 

 続いて、取り組みの方向性の４つ目。37 スライド目でございます。分散型です。今後、

カーボンニュートラルの実現に向けては、再エネが大量導入される。それから、先の議論

でも清水オブザーバーからもありましたけれども、電化といったものも進んでまいります

し、ＥＶといったものも出てくると。こうしたときには分散型のエネルギーシステムに対

応したグリッド形成と。こちらの図はこれまでも何度かご紹介しておりますけれども、こ

うしたものというのはより一層重要になるのではないかということでございます。 

 38 スライド目でございます。この形成につきましては、これまで地域のレジリエンスの
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向上。それから、地産地消ビジネスの深化。さらには、再エネの大量効率的な導入といっ

た、中長期的な便益が期待されるということで、レベニューキャップ制度におきましても、

一般送配電事業者が達成すべき具体的な目標というものの一つに掲げられているところで

ございます。 

 一方で、こうしたことを実際に推進をしていこうということを考えますと、例えば地域

でのここは再エネと書いていますけれども、蓄電池、ＥＶ、ＤＲといったディマンドサイ

ドのリソース、これを総合的に制御をし、また、これを系統運用にも使っていこうという

分散型のグリッドの導入というものは、新しいものを入れようと思うと、短期的にはどう

してもコスト増になってしまうといった面も考えられます。 

 例えば、40 ページで欧州ではローカルフレキシビリティーマーケットというのがいろん

なところで実証などが行われているところでございますし、また、42 スライド目でも、Ｎ

ＥＤＯではこうした検証、調査といったものが行われているところでございます。こうし

たものにつきまして、現在はこういう実証段階でございますけれども、38 スライド目にお

戻りいただきまして、今後のカーボンニュートラル社会といったことを見据えますと、こ

うした中長期的にはこういう需要家サイドのリソースを十分に活用していくと、こういう

ことのためのネットワークの次世代化、分散型システムに対応したグリッド形成という形

で位置付けて、強力に推進していくことが重要な要素ではないかという方向性でございま

す。 

 その上で、課題でございますけれども、こうしたものを実証から実装段階に至らしめる

ためには、新しく入ってくる方と、それから、一般送配電事業者との間の緊密な連携とい

うものが欠かせません。こうしたものとの連携を促すための方策として、どのようなもの

が考えられるかと。 

 また、矢羽根２個目ですけれども、中長期的に日本全体で再エネを大量にかつ効率的に

導入をしていくといったことを目指すためには、送配電網の柔軟性、先ほどのリソースを

最大限活用するといったことも含めて、柔軟性を高めていくということが不可欠であると。

こうしたことを考えますと、こうした先進的な取り組みを支えるための短期的なコスト増、

これをどう考えていくのかといった課題も出てまいります。こうしたものもローカルです

よねといって、そのローカルだけで負担を負っていくということになりますと、そのロー

カルな負担が重くなると。 

 一方で、これは中長期的にはこうしたことを広い地域で行っていくことができれば、送

配電網の柔軟性が高まっていくと、こうしたことも考えられるわけでございます。こうし

た何でもかんでもというわけではないかもしれませんけれども、中長期的に系統全体への

裨益が期待されるような取り組みにつきましては、こういう必要となる初期投資コストも

含めまして、一送と、それから、配電事業者、新規参入者という双方がビジネスベースで

事業を実施できるような、そういう費用分担の在り方として、どのような方策が考えられ

るのかと、そういった点も課題となってくるかと考えているところでございます。 
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 ４－２は以上でございます。 

 続けて、４－３をご用意いただければと思います。こちらにつきましては、これまでも

ご議論いただいていた内容、手近な課題について１点ご報告と、それから、１点論点の提

供をさせていただければというところでございます。 

 １点目は、４ページ目以降、電力データの利活用の促進といったテーマでございます。

６スライド目でございます。電力データの活用というところにつきましては、2020 年の電

事法の改正によりまして、一定のルールの下で電気事業者以外の方も含めて電力データの

活用を可能とするといった制度が導入されたところでございます。 

 こちらは本年４月の施工を予定しているところでございまして、そこに向けまして、需

要家保護に万全を期すとともに、利便性を確保する観点から、この絵で言いますところの、

紫色の組織がしっかり情報を管理をしていくと、こういう認定協会の制度といったものの

準備を進めるというところでございます。 

 こちらにつきまして、８スライド目でございます。その詳細設計につきましては、持続

可能な電力システム構築小委員会でご議論させていただきまして、これらも踏まえまして、

この認定協会の設立に向け、データ利用者、データ提供者で構成される設立準備ワーキン

グが現在実務的な検討を進めているところでございます。ここには消費者の方、あるいは

弁護士等の専門家も入っていただいて、その検討状況を確認いただいているところでござ

います。 

 また、９スライド目にあるように、これはできるだけたくさんの方に使っていただくこ

とによって、その便益も大きくなっていくということで、広く声がけさせていただきまし

て、さまざま準備を進めてきているところでございます。 

 10 スライド目でございます。こうした検討が進んでございまして、本年４月がこの制度

の施行になりますけれども、この本年４月から始まる 2022 年度の第１四半期にこれらの

準備事業者等から認定協会の申請に向けた動きを今、準備をいただいているところでござ

いますので、まずここでご報告をさせていただければと思ってございます。 

 本件につきましては、セキュリティー、事業者保護に万全を期しつつ、社会課題の解決

等につながっていくように、引き続きフォローアップをしていきたいと考えてございます。 

 これはご報告でございます。 

 11 スライド目以降はもう一個、全然別の論点でございまして、交通信号機への５Ｇの基

地局の整備といった論点でございます。これは何の話かといいますと、まず 12 スライド

目、こちらの小委員会におきましては、１需要場所、これまで１引き込みが原則とされて

いたところ、例えばこの屋根の上の太陽光を別の引き込みにしたりとか、そうしたニーズ

が高まっているということで、複数引き込みを認めるといった内容についてご議論いただ

き、必要な制度整備を行ってきたところでございます。 

 こうしたものに関連いたしまして、13 ページでございます。現在の通信キャリアにおき

まして、５Ｇのネットワークの形成といったものが進められてございますけれども、こう
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したことをより推進していくために、交通信号機に基地局を設置したいといったニーズが

出てきてございます。 

 一方で、この交通信号機は自治体ですとか、警察といったところがこの交差点ごとに１

需要場所というふうに観念をして信号機を運用しているところでございまして、ここに通

信キャリアの基地局を置くということになりますと、ここは別計量をしなければならない

といった、１需要場所複数引き込みの亜流のような、そうした状況が出てくるというとこ

ろでございます。 

 こうした課題に対しまして、16 ページ目でございます。一般的な１需要場所複数引き込

みにつきましては、16 ページの１ポツですが、再エネの導入拡大、レジリエンスの向上な

ど、利用者の利益に資するといった場合に、これを認めるという形で施行規則の改正を行

わせていただきましたが、これと同様の考え方が援用できるというふうに観念しまして、

その交通信号機の設置場所である、この区画におきましても複数引き込みを可能とすると、

こういったこと、その方向性で電事法の施行規則を改正することとしてはどうかというの

が今回の提案でございます。 

 こうしたことを行うことによりまして、信号機の総合制御といったものもより円滑に行

うことができまして、ひいては温室効果ガス等の排出の抑制にも資すると考えられるので

はないかというご提案でございます。 

 以上でございます。 

○山内委員長 

 事務局の説明は以上でよろしいですか。ありがとうございました。 

 それでは、ただ今の説明についてもご意見、ご質問をご発言願いますが、さっきと同じ

で、チャットのコメント欄でお名前をお書きいただきたいと思いますけれども、この点に

ついてもあれですか。岩船委員から事前に出していますね。 

○事務局（下村電力産業・市場室長） 

 失礼しました。参考資料３でございます。岩船委員から、この議題についてもご意見を

頂戴してございますので、ご紹介をさせていただきます。 

 まずは資料の４－２、６ページ目。費用負担と回収方法についてというところでござい

ます。この点については、発電側課金という議論が別途されてきてございます。こちらに

ついて、丁寧に検討されてきたものであり、その議論を先延ばしすることは適切な費用の

確保を難しくするのではないかといったご意見を頂戴してございます。 

 それから２点目。38 ページ、分散グリッド化の推進といったところでございます。この

点につきましては、分散グリッドを手放しに支援するのではなくて、全体最適に資する取

り組みかどうかをしっかり検証をする仕組みが必要であるといったご意見を頂戴してござ

います。 

 紹介させていただきます。 

○山内委員長 
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 ありがとうございます。 

 それでは、皆さんにご発言をお願いしたいと思います。チャット覧はいかがでしょうか。

まず先ほどは需給逼迫の話から、供給側、小売り、そして発電ということだったですけれ

ども、今回は火力と、それからネットワークの話です。これについて議題とさせていただ

いております。 

 ネットワークについてもいろいろな各方面から議論をしていただきたいということだと

思います。それから、柔軟性といいますか、そういったものも含めてということで、いか

がでございましょう。 

 ご発言をご希望、いらっしゃいません？いらっしゃらないと、ここで終わっちゃうんで

すけれども、そういうわけにいかない。秋元委員、どうぞご発言――失礼しました。その

前に、あれですね。タッチの差で村松委員が先ですね。村木委員、どうぞご発言ください。 

○村松委員 

 村松です。タッチの差で、じゃあ、先に発言させていただきます。 

 火力政策とネットワークということで、こちらも非常に重い論点が幾つもある中で、ご

丁寧にご説明ありがとうございました。まず、火力政策ですけれども、ロードマップをま

ずは示して、10 年単位で物事を見ていくといったような進め方については賛成でございま

す。 

 技術開発、イノベーションが必要な領域については、ステージがそれぞれ違ってくると

思いますので、技術の開発段階、導入時、導入拡大時、また、コスト削減を目指す時期と

いうふうにステージ分けをして物事を考えていく方法が必要なのではないかと思っており

ます。 

 次に、燃料の脱炭素の件で、今回、アンモニア、水素、メタンとそれぞれ上がってきた

中で、アンモニアのポテンシャルをご調査いただきました。今回の調査なんですけれども、

これは今後の検討、事業化の検討のための発射台という理解でおります。ポテンシャルと

してこれだけのものが最低は見込まれるということで、これはあくまでも試算に過ぎない

今後のための発射台ということであれば、今後の技術開発等を踏まえて、またその見直し

ですとか、最初の状況に合致した検討というのを進める必要があると思いますので、これ

はとらわれる必要はなくというのも言い過ぎなのかもしれないですけれども、柔軟に捉え

ていただければと思っております。 

 また、資料の中にもございましたけれども、燃料の事業者は今回ご調査いただきました

発電事業者に限りませんので、広く自家発を含め、幅広く事業者間の協調の下に推進でき

るようにという意味でも柔軟にということを申し上げました。 

 同じく、火力政策の中で、港湾設備のことを挙げていただきましたけれども、これは複

数の事業者による共通インフラになるということと、単独の事業者だけではなかなか投資

が進まないのではないかというような懸念もあるかと思われます。 

 今までこういった港湾設備というのはどういった形で投資を、過去、だいぶ過去になる
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とは思うんですけれども、進められたのか。そのときとの違いを考えた上で、どのように

投資が進められていくのが適切なのかという議論はこれからかと思います。 

 それから、ネットワークの話です。こちらもいずれの事案につきましても、今後の投資

が望まれる、必要とされる領域だというのは理解しております。ただ、それぞれを積み上

げると、大変なコストになるんだろうなと。膨大なコストが最終的には国民負担に直結し

ていきますので、できるだけその全体のコストの低減ができる方法というのももちろん併

せてご検討いただければと思います。といっても、ワードとしては出てきましたけれども、

蓄電池であったり、ＶＰＰの活用だったりですね。あとは需要と供給地を近接させて、系

統を考えた社会インフラの再整備をしていくだとか、そういったことも含めて、これらを

推進する制度や、もしくは障害となる規制があれば、それらの見直しといったところで、

コスト低減ができるだけ進むような方法を考えていただければと思います。 

 費用負担の話も挙げていただきましたけれども、託送料金以外といった形まで踏み込ん

だ、事務局からのご提示もありました。一つの案としてということだと思うんですが、こ

れについては今までのようにエリア単位の送配電事業者が単独で負うには額も巨大である

し、また、投資コスト回収期間が超長期にわたるという意味で、なかなか事業者単独では

投資が進まないだろうと思われる向きがございます。たとえばもともとが公共事業であれ

ば、その民営化を進める中で、例えば所有とオペレーションの分離、コンセッション方式

というのもあるかと思うんですけれども、もしかしたら、それぐらい今までの送配電事業

者、エリアの送配電事業者がすべての設備投資を担うという前提を一回すっかり取り払っ

た形で可能な方法、適切な方法を検討し直すといった検討のステージがあってもいいのか

なと思います。 

 誰が負担するのか、先ほど、岩船委員からのコメントにもございましたけれども、受益

者負担という形で考えるのが望ましいというのは、これは皆さまの納得感を得るためには

当然だとは思うんですけれども、中身によっては系統全体の高度化に資するものと、本当

にエリア限定のものという、なかなか色づけが難しいところも出てくるかもしれません。

ロジックでやるべき姿というのは、当然検討すべきではありますけれども、あまりそれを

やり過ぎると複雑化してしまって、システムやオペレーションの負担が増大してしまいま

すので、可能性としては幅広く検討した上で、実務的な落としどころを考えていくべきで

はないかと思っております。 

 以上です。 

○山内委員長 

 ありがとうございます。 

 それでは、秋元委員、どうぞご発言ください。 

○秋元委員 

 ご説明いただきまして、ありがとうございます。 

 ２つぐらいです。資料４－２については、38 ページ目、岩船委員がおっしゃられている
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ことと基本的に同じだと思うんですけれども、検討自体は進めていただけたらいいと思い

ますが、不用意にそのコストを、どういった便益があるのかということをしっかり検討な

くして全体、エリア全体で負担するという話に安易に持っていかないようにしてほしいと

いうことでございます。 

 そもそもその配電事業のところで切り離す際に、どういった便益があるのかを含めて、

要は、一送側にどういう便益があるのかも含めて、貸与する金額等も決まるというふうに

理解していますので、そういうこともある中で、追加で何が便益で、それをほかがどう負

担すべきなのかということに関しては、よく議論をした上で決める必要があるんじゃない

かと思います。便益もあまりないのに、負担ばかり増えるということにならないようにす

べきかと思います。 

 ２つ目は、資料４－３ですけれども、全般的にはこの電力データ利活用という部分に関

して大変重要だというふうに以前からも主張させていただいていますが、そういったもの

が進んできているということに関して、大変うれしく思いますので、ぜひ加速して進めて

いただければと思います。 

 最後、16 ページ目だと思いますけれども、信号機の複数引き込みに関しては、こういっ

たことは軽微な規制緩和ではございますけれども、しっかりこういうことを進めることに

よって、温暖化対策とか、そういった社会の新しい変革につながる可能性があると思いま

すので、ぜひこの方向で進めていただければと思います。 

 以上です。 

○山内委員長 

 ありがとうございます。 

 次は、海寳委員です。どうぞ、ご発言ください。 

○海寳委員 

 資料４－１の８ページに記載がある火力の脱炭素に向けたロードマップについて、日本

の火力発電には欧州などから厳しい目が向けられている中、いつまでに火力発電を脱炭素

化するという視点とともに、Ｓ＋３Ｅを確保しつつ、カーボンニュートラルへのトランジ

ションを実現する上で、火力発電が不可欠であることを対外的に説得力ある形で明確に示

すものであるべきです。この点、混焼や専焼に向かう過程を、ある程度具体的に示す必要

がありますが、社会や技術の動向も不可欠な中、柔軟な修正が可能な設計とすることが重

要と考えます。 

 次に、アンモニアの導入ポテンシャルを試算いただき、感謝します。資料に記載のとお

り、安価で安定的なアンモニア供給をはじめ、多くの課題が克服される前提の下での「ポ

テンシャル」という位置付けかと思いますが、サプライチェーン構築に向けた企業の投資

を呼び込んでいく意味でも、こうした火力発電でのアンモニアの利用見込みを確認し、発

信する取り組みには意義があると考えます。 

 その上で、今回の試算からも分かるように、カーボンニュートラルに向け今後国内で必
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要となるアンモニア、水素の量は火力発電の混焼だけとっても、膨大なものとなります。

海外からの輸入を見据えたサプライチェーンの構築や、安価・安定供給に資する革新的な

技術開発に向けて、企業としても全力で取り組んでいきますが、資料にも記載のとおり、

インフラ整備等をはじめ、企業単体で取り組むことの難しい領域においては、政府の強力

なバックアップをお願いします。 

 次に、資料４－２のネットワーク政策について、今後の電力ネットワークの整備に当た

っては、発電とネットワークのコストの合計の最小化を通じた需要家負担の軽減という視

点が重要であり、この点、４ページに記載されている今後の電力ネットワーク政策の基本

的な視点の内容に違和感はありません。関連して２点申し上げます。 

まず、５ページの１ポツに記載されている電源や需要の誘導は、再エネの大量導入を進め

る中で、ネットワーク投資の肥大化を抑制する上で極めて重要な要素です。とりわけ電源

については、ネットワークコストと発電コストの合計を最小化する地点への立地が経済合

理的に選択されるような仕組みづくりが不可欠だと思います。併せて、需要を発電適地に

誘導していく制度の在り方についても検討を深める必要があります。 

 次に、６ページの３ポツから５ポツに関連して、送配電網の整備にかかる公平・適正な

費用負担の実現も不可欠と考えます。起因者負担・受益者負担の原則により、例えば再エ

ネ資源の豊富な地域に負担が偏ることのないよう、適切な費用負担の在り方について議論

を進める必要があると思います。 

○山内委員長 

 ありがとうございます。 

 次の発言者は大橋委員ですね。どうぞ、ご発言ください。 

○大橋委員 

 ありがとうございます。 

 まず、この資料の４－１に関して、火力政策に関してですけれども、水素・アンモニア

等について今後深掘りしていくということはよろしいかと思うんですが、ぜひ効率的なサ

プライチェーンに加えて、需要側の連携。需要側のバリューチェーンをしっかり見据えた

上での水素、アンモニアの調達ということを考えていただきたいなと思っています。 

 更に、火力政策において、もう少し強調されるべきはＣＣＳではないかと思っています。

なかなか 2030 年までどこまでＣＣＳできるかというところも含めて、しっかりロードマ

ップを描いていただいて、力強く進めていくことが重要だと思いますし、国際連携の観点

で言うと、２国間クレジットを含めて、しっかり他国とも連携して制度を作っていくとい

う姿勢が重要だと思います。 

 次に、４－２です。これは非常に多岐にわたる論点をありがとうございます。取り組み

の方向性を幾つか頂いていますが、例えば取り組みの方向性の１だと、ネットワークの広

域化ということで、確か来年度から広域予備率も使われるようになって、より効率的にネ

ットワーク運用がなされる素地ができるんだと思います。 
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 ただ、これに合わせて、ネットワークから見ると、どのエリアにどれだけその電源があ

って、追加調達が必要かというふうなことがなかなか見えにくくなっていることも事実か

なと思います。電源の起動計画を広域的にどう見えるようにしていくのかということが一

つ課題なのかなと思っていますので、こうした点も、私のさっきの議論とつながるところ

だと思っているんですけれども、しっかり考えていく必要があると思います。 

 取り組みの方向性の４の、このローカルフレキシビリティーの話ですが、確かに短期的

にはコストが上がるが、将来的なコスト低減について、なかなか不確実性があるというこ

とだと思っています。いわば実験的な取り組みなんだろうと思っています。こうした、あ

る意味イノベーション的なところの要素を含むものについては、時間軸と目指すべきパフ

ォーマンスをしっかり決めて、やらせてみるという考え方も一つあるんだろうと思います。 

これも一回決めたからずっとやり続けるんじゃなくて、そのパフォーマンスが達成できな

ければ、ある種、期限を決めた上で、これは難しいというふうな判断をするということも

あるのかなと。 

 ただ、それによってしっかりこのローカルフレキシビリティーに対する知見を政策立案

の中で生かしていくということができることが前提だと思いますけれども、そうした考え

方を根づかせるということだと思います。 

 ちょっと前後しますが、仕様をというか、この調達の話もあります。ここの調達の話っ

て、買い手の話がメインで書いてあると思うんですけれども、資材の供給事業者ですね。

あるいは電気工事とか、そこの辺りの担い手確保とか、事業承継のところもちょっと見て

いただく必要が、持続的な観点でいうと、あるのかなと思っています。業界全体として、

しっかりした持続可能な姿をとっていくということに目配りをしっかりしていただくとい

うことが必要かと思っています。 

 たくさん論点はありますが、あとは最後の配電については、しっかり進めていただいて、

ありがとうございます。素晴らしいと思いますので、電力データの活用も含めて、ぜひ今

後ともどうかよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○山内委員長 

 ありがとうございます。 

 次は、松村委員、どうぞ。 

○松村委員 

 はい、松村です。聞こえますか。 

○山内委員長 

 はい、聞こえています。 

○松村委員 

 資料４－１については、これからこういう重要な問題を議論していくということを示し

てくださったのだと思います。事務局の方向を支持します。この方向で進んでいただけれ
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ばと思います。 

 私はいつも壊れたテープレコーダーみたいに同じことを言っているのですけれども、こ

れらは全て重要な点だと思いますが、もうエネルギー基本計画で書かれたのだから、もう

これは既定路線だと決めつけられると困る。これは、国はこのような形で全面的に支えて

いくのだけれども、それは事業者も努力することによって、それが合理的なコストで整備

できるというめどが立つことを前提としている。まるで既得権益のように当然公的な支援

をしてもらえると思うのではなく、脱炭素化に重要なピースとしてあり続ける、もともと

期待されていたとおりに、民間の事業者も頑張って効率的な方向に進んでいることを前提

とした話だということは、常に忘れてはいけないと思います。当然のことだと思いますが、

念のために発言しました。 

 資料４－２については、小さな点が１点だけです。スライド 38 の最後のポツのところ

で、予想どおり批判的な意見が相次いだ。でも私は合理的な提案が出ていると思いますの

で、この方向で議論していただければと思います。ここで書かれていることは、私の理解

ではこれが重要だと決めつけて、従って、出てくるコストは全部一般負担にするという提

案ではなく、系統全体に裨益する部分については一般負担も一部考えるということを提案

しているのだと思います。 

 従って、それは系統全体に裨益するという点に関して説得力があるものに関してのみ一

般負担を導入するということだと思いますので、とても合理的な提案だと思います。 

 ほかの文脈で、例えばノンファーム接続の文脈で丸ごとごそっと一般負担にしてしまう

ことも幾つか行われているものに比べれば、はるかにマイルドな提案だと思いますので、

具体的な利益、系統全体に及ぶ利益を明らかにした上で、一定の後押しをするということ。

一定の後押しをするというのは、ある種の補助金を出すとかという発想ではなくて、本来

社会的に望ましいものについて、系統全体で支えていくという合理的な制度が導入される

ことの第一歩になると思いますので、ぜひこの事務局の提案の方向で進んでいただければ

と思いました。 

 以上です。 

○山内委員長 

 ありがとうございました。 

 今のところ、松村委員まででご発言のご希望はありませんが、ほかにいらっしゃいます

か。澤田委員、どうぞご発言ください。 

○澤田委員 

 ありがとうございます。 

 本当によくまとめていただいたと思います。ありがとうございます。 

 私は火力政策のところでのコメントです。皆さんがお話になっているように、やはりア

ンモニア・水素の活用。それから、ＣＣＳをどうするか、どう進めるかというのは重要だ

と思います。私はマテリアルの有識者会議の座長もやっておりまして、常にこういう議論
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をするときに課題となるのが、技術と社会実証実験までは割とスムーズに行くんですけれ

ども、社会実装をするときに当たって、やはり必要量、規模の問題。それから、それに対

応した設備をどうするのか。コストアップにどう対応するのかというところで、二の足を

踏むケースというのは結構多いんです。 

 もちろん、政府の方で脱炭素、２兆円のファンドを組んでいただいて進めているんです

けれども、世界から見ると、まだまだその規模というのは小さいと思います。本件は、自

国、自分たちだけでできる問題ではありませんので、グローバルにどうやって連携するか

ということの中でのこの規模の問題とか、設備、コストの問題というのはぜひとも対応し

ていってほしいなと思います。 

 それと、アンモニアや水素の導入等を進めていくときに、自国でどこまでやるのかとい

うことも含めて、グローバルネットワークの中でどのように進めていくかが重要だと思い

ます。このポイントをきちっと進めないと、イメージだけが先行し、具体的に前に進まな

いということになります。ぜひともそうならないように進めていっていただければと思い

ます。われわれ産業界もできるだけこのことに対して前向きに取り組んでいきたいと思っ

ております。 

 以上です。 

○山内委員長 

 ありがとうございます。 

 そのほかにいかがでしょう。オブザーバーの方でも何かありますか。それでは、平岩オ

ブザーバー、どうぞご発言ください。 

○平岩オブザーバー 

 平岩です。ありがとうございます。聞こえますでしょうか。 

○山内委員長 

 はい、聞こえております。 

○平岩オブザーバー 

 私からは電力ネットワークの次世代化について、一般送配電事業者としてコメントをさ

せていただきます。まず、取り組みの方向性として３点ですが、仕様統一については、コ

スト削減のみならず、災害対応などレジリエンス向上にも寄与するものと認識しており、

仕様統一の効果を見極めつつ、対象品目の拡大などに引き続き業界大で着実に進めてまい

ります。 

 次に、31 ページのデジタル化は、記載いただいているように、Ｓ＋３Ｅの価値全てに共

通して必要となる要素であると認識しており、技術導入を積極的に進め、社会価値の向上

に貢献してまいります。 

 一方、記載いただいているとおり、このような技術導入は研究開発や実証、社会実装と

いったプロセスを踏むことになり、便益が十分顕在化するまで期間を要する場合も想定さ

れるため、中長期の目線での便益評価が重要と考えております。 
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 次に、38 ページの分散型エネルギーシステムに対応したグリッド形成は、地域の電力供

給レジリエンスの向上や再エネの大量かつ効率的な導入などが期待でき、次世代ネットワ

ークの構築に位置付け、強力に推進する方向性を示していただいております。この方向性

は私共一送としても重要と認識しており、分散型エネルギーシステムに対応したグリッド

形成の推進に取り組んでまいります。 

 また、中長期的に系統全体への裨益が期待されるこうした取り組みについて、一送と配

電事業者の双方がビジネスベースで事業を実施していくことが可能となる費用分担の在り

方を課題として挙げていただいておりますが、系統全体への裨益が何かを明確化した上で、

受益と負担の関係を整理し、負担者と負担割合について考えることが重要と考えます。 

 最後に、基本的な視点として、６ページの費用負担と回収についてです。昨年 12 月 24

日に開催された、第 38回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会

の資料において、託送料金による回収のほか、発電側課金や再エネ賦課金を活用する新た

な交付金制度などが挙げられていたと認識しております。当該仕組みの検討にあたっては、

社会価値向上を目指すための投資費用が適切な費用負担者から確実に回収できることが受

益と負担の整合という制度的な観点、および長期に亘る投資の実施判断を行う一般送配電

事業者の予見性確保の観点からも非常に重要と考えます。 

 私からは以上でございます。 

○山内委員長 

 ありがとうございます。 

 次は、電気事業連合会の清水オブザーバー、どうぞ。 

○清水オブザーバー 

 電気事業連合会の清水でございます。聞こえますでしょうか。 

○山内委員長 

 はい、聞こえております。 

○清水オブザーバー 

 すみません。資料４－１、今後の火力政策について、海寳委員のご発言と重なるかもし

れませんが、発言させていただきます。 

 まず、事務局におかれましては、燃料アンモニア利用のポテンシャルの試算、あるいは

港湾設備のインフラ整備の実態について整理いただきまして、感謝申し上げます。 

 アンモニア利用のポテンシャル試算に当たって、資料の 16ページの位置付けとして、ア

ンモニアに関する各種技術革新ならびに供給網および各種制度の整備が進んで、燃料コス

トが既存火力と遜色ない水準まで下がるなどの前提の下とありますように、脱炭素燃料の

利用が進むには、このように幾つもの前提がクリアされて、事業環境を整えていく。この

ことが非常に重要だというように考えます。 

 今回の港湾設備のインフラ整備に加えまして、前提としております各種技術革新、ある

いは燃料コストの低減などの事業性が成り立つために必要な事業環境整備について、引き
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続きご検討を進めていただけますように、改めてお願いをいたします。 

 私からは以上です。 

○山内委員長 

 ありがとうございます。 

 ほかにご発言のご希望はいらっしゃいますか。大石委員、どうぞ。 

○大石委員 

 すみません。最後に申し訳ありません、２点だけお願いいたします。 

１点目は資料の４－１の火力の脱炭素化のところです。今までいろいろな委員からもお話

がありましたように、このアンモニア・水素については、すぐにわが国で生産できるもの

ではないということですので、やはり全体的な、世界を見据えた実現性のあるロードマッ

プを作成のうえで進めていただきたいと思います。また、これが、実際に脱炭素につなが

るのかどうかということもきちんと見据えながら進めていただきたいというのが１点です。 

 それから、最後、資料の４－３の電力データの活用については、個人情報を含む大変機

微なものでもあります。念には念を入れてということでご発言もありましたけれども、や

はり社会的に利用が必要なものと、それから、社会的な利用が適切でないもの、というの

をきちんと分けて、利活用については慎重に進めていただければありがたいと思います。 

 以上です。 

○山内委員長 

 ありがとうございます。 

 今、ご発言のご希望はいらっしゃいませんか。ほかにいらっしゃいます？ よろしいで

しょうか。 

 それでは、今回も貴重なご意見を頂きましたので、まずは事務局のほうからコメント、

ご回答ということでお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○事務局（小川電力基盤整備課長） 

 本日もさまざまなご意見ありがとうございました。 

 まず、火力のところでありますけれども、村松委員から頂いた試算の状況に応じた柔軟

な見直し。まさに、先ほど電事連の清水オブザーバーからもありましたけれども、これは

いろいろな条件付きという中ではあります。従いまして、海寳委員からもご指摘いただき

ました、Ｓ＋３Ｅを確保しつつというところではありますので、今回はある意味、一つの

目的として、別途サプライチェーンなどの検討がまさに進められる中で、どれだけのその

ポテンシャルとしてどういうものがあり得るかというのを示しながら、サプライチェーン

の検討、燃料のサイドでの検討も別途進んでいく。逆に、そちらの検討が進む中で、こち

らのポテンシャルというのもまた見直していくといった形を想定していますので、引き続

き全体の中でしっかり検討をしていきたいと思います。 

 その際には、澤田委員からもご指摘いただいた点、まさにグローバルな中でということ

で、輸入ということを前提にしつつも、あるがままに受け入れてるのではなくて、例えば
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積極的に組んで、そのコスト低減、新しい製造工程で作っていくといったようなことも考

えていく必要があるかなと考えております。 

 また、火力のところにつきましては、大橋委員からＣＣＳ、すみません。ご指摘いただ

きまして、今回の中には明示的に位置付けておりませんけれども、当然この射程に入って

おりますし、また、今、まさに別の場でご議論いただいているところでありますので、そ

ういったものも最終的にはこの脱炭素のロードマップの中にはしっかり位置付けていきた

いと考えております。 

 続きまして、ネットワークにつきましてであります。まず、費用負担のところにつきま

しては、岩船委員からもご意見を頂いております発電側課金を含め、今後、本日もご議論

がありましたような受益と負担の関係といった点を念頭に置きながら、しっかり検討、ご

議論いただければと考えております。 

 また、海寳委員からもご指摘いただきました、電源、需要の誘導。特に、需要の誘導策

としてどういうことがあり得るのかというのは今後検討していかなければいけないと考え

ております。 

 また、大橋委員から頂きました工事の担い手の話、こちらにつきましては、別の場でも

ご意見を頂いております。これも今回、明示的にそういう形では位置付けておりませんけ

れども、コスト低減を図っていく上での重要な課題と考えておりますので、今後しっかり

検討を深めていければと考えております。 

 私のほうからは以上です。 

○事務局（下村電力産業・市場室長） 

 あと、分散システム化のほうにつきましては、委員からご意見、それから、ヒントも頂

戴いたしました。ご指摘を踏まえて、さらに検討を深めてまいりたいと思います。 

○山内委員長 

 以上でよろしいですか。どうもありがとうございました。 

 この２つ目の議題については、１つ目にも増して、いろいろ皆さんからのご指示を頂い

たと思っております。気付かない点とか、あるいはこっちの方向でというのがございまし

たら、これを含めて事務局でさらに検討していただければと思います。 

 ただ、１点、５Ｇの話が資料４－３の後半にございましたけれども、この点については

さっき秋元委員からもご指摘がございましたけれども、少し具体的な話でございまして、

これについても秋元委員もご支持いただいたように、特に異論はなかったと思います。そ

れで、これについては、省令改正の手続きということになりますので、皆さんのご反対が

なかったということを前提に、省令改正の手続きを進めていただくということになろうと

思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 ありがとうございました。それでは、事務局におかれましては、改正に向けた手続きを

進めていただければと思います。 

 その他の論点につきましては、本日の委員のご意見も踏まえまして、引き続きご検討い
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ただきたいと思います。 

 何か連絡事項等はございますか。よろしいですか。 

○山内委員長 

 それでは、本日の議事はこれで終了ということになります。本日は大変長時間にわたっ

て活発にご議論いただきました。ただ、議論は非常によく進んだと思っております。その

点については、私からも感謝申し上げたいと思います。 

 それでは、これをもちまして、第 45 回電力・ガス基本政策小委員会を閉会といたしま

す。本日はどうもありがとうございました。 

 

 


